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【
要
約
】
　
今
日
、
圃
古
事
記
睡
の
原
資
料
で
あ
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
完
成
時
期
を
、
天
武
朝
以
降
に
求
め
る
の
が
通
説
的
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
古
事
記
』
序
文
か
ら
は
、
天
武
に
よ
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
撰
録
・
潜
勢
の
実
施
は
読
み
取
れ
ず
、
ま
た
、
魍
古
事
記
』
に
お
け
る
王
統
譜
の
改
作

蒋
期
を
天
当
朝
以
降
に
求
め
る
見
解
も
そ
の
論
証
過
程
に
は
不
備
が
確
認
さ
れ
、
両
書
が
『
記
』
に
直
結
す
る
形
に
纏
め
ら
れ
た
時
期
は
、
天
智
朝
以
前

に
遡
及
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

　
そ
れ
を
前
提
と
し
、
主
と
し
て
隅
古
事
記
』
の
王
統
譜
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
現
存
諸
史
料
に
は
確
認
さ
れ
な
い
、
息
長
氏
・
ワ
ニ
氏
・
尾
張
氏
等
の

継
体
擁
立
氏
族
を
主
体
と
し
た
、
箭
明
朝
に
お
け
る
修
史
事
業
の
存
在
を
抽
出
し
た
。
そ
の
修
史
事
業
に
お
い
て
、
息
長
氏
な
ど
は
継
体
と
の
関
係
を
密

接
化
さ
せ
、
尊
貴
性
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
に
種
々
の
系
譜
を
創
作
し
た
の
だ
が
、
決
し
て
そ
れ
ら
氏
族
だ
け
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で

は
な
い
。
修
史
事
業
参
画
氏
族
が
、
敏
達
…
戸
坂
彦
入
大
兄
－
箭
明
と
い
う
敏
達
王
系
と
血
縁
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
氏
族

出
自
の
后
妃
を
六
世
紀
以
降
の
王
統
の
直
接
的
祖
で
あ
る
継
体
に
至
る
王
統
裂
干
に
添
加
し
、
そ
の
所
生
皇
子
な
ど
が
即
位
す
る
と
い
う
事
象
を
複
数
例

造
作
す
る
こ
と
は
、
鎌
明
即
位
の
正
統
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
好
明
朝
の
修
史
事
業
と
は
、
好
明
の

意
向
に
立
脚
し
て
推
進
さ
れ
た
王
権
主
導
の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
三
巻
＝
㎜
号
　
二
〇
〇
〇
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
①

本
稿
は
、
『
古
事
記
』

（
以
下
『
記
』
と
省
略
）
に
お
け
る
王
統
譜
を
主
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
完
成
時
期
と

そ
の
作
成
作
業
に
関
与
し
た
氏
族
、
お
よ
び
そ
の
作
業
の
第
一
義
的
な
目
的
の
究
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
王
統
譜
を
中
心
と
す
る
「
帝
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②

紀
」
、
伝
承
類
を
主
体
と
す
る
「
旧
辞
」
は
、
六
世
紀
半
ば
に
最
初
に
筆
録
さ
れ
た
と
す
る
の
が
通
説
的
理
解
だ
が
、
両
書
は
以
後
、
書
き
加

え
ら
れ
書
き
変
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
今
日
、
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
が
『
記
』
へ
と
直
結
す
る
形
に
纏
め
ら
れ
た
時
期
を
天
武
朝
以

　
　
　
　
　
　
③

降
に
求
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
記
』
序
文
か
ら
案
出
さ
れ
た
説
な
の
だ
が
、
王
統
譜
の
造
作
・
改
作
に
関
し
て
も
天
三
朝
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

視
す
る
笠
井
倭
人
の
見
解
が
提
出
さ
れ
継
承
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
そ
れ
ら
の
論
証
過
程
に
は
不
備
が
あ
り
、

絶
対
的
な
説
と
は
言
い
難
い
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
『
記
』
の
王
統
譜
研
究
に
関
し
て
付
奏
す
れ
ば
、
従
来
、
「
息
長
」
と
い
う
氏
族
名
を
冠
す
る
皇
族
の
者
が
多
々
確
認
さ
れ
、
ま
た
、

ワ
ニ
氏
出
自
后
妃
が
多
数
看
取
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
に
関
心
が
向
け
ら
れ
個
別
的
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
、
息
長

氏
に
関
し
て
は
、
継
体
朝
よ
り
以
前
に
大
王
家
と
密
接
な
関
係
を
構
築
し
、
多
数
の
后
妃
を
輩
出
し
た
「
皇
親
氏
族
」
と
捉
え
る
見
解
も
存
す

⑥る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
所
説
は
、
『
記
』
の
王
統
譜
を
全
体
的
、
総
合
的
に
把
握
す
る
と
い
う
視
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
が
故
に
提
示
さ
れ

た
と
思
え
、
俄
に
従
い
得
な
い
。
ま
た
、
王
統
譜
の
中
で
も
重
視
べ
き
は
、
子
孫
が
即
位
す
る
、
い
わ
ゆ
る
連
続
系
譜
で
あ
る
が
、
先
学
は
、

連
続
系
譜
上
に
位
置
す
る
后
妃
と
、
所
生
子
が
氏
祖
と
な
る
と
い
っ
た
断
絶
系
譜
上
に
あ
る
后
妃
と
を
同
一
の
次
元
で
扱
う
傾
向
が
強
く
、
両

者
を
峻
別
し
て
論
じ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
思
え
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
如
上
の
二
点
に
焦
点
を
あ
て
検
討
を
実
施
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
『
記
』
王
統
譜
を
見
直
す
時
、
従
来
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
明
確
な
指
向
性
を
摘
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
『
記
匝
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
紀
』
と
省
略
）
で
も
素
材
と
な
っ
た
こ
と
が
確
実
な
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
改
作

時
期
お
よ
び
改
作
主
体
を
究
明
す
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
周
知
の
よ
う
に
、
時
代
を
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
『
記
』
『
紀
』
の
記
事
の
信

湿
性
は
希
薄
と
な
り
、
研
究
素
材
と
し
て
用
い
る
際
に
は
、
虚
実
と
い
う
厚
い
表
皮
を
丹
念
に
削
い
で
い
く
作
業
が
必
須
と
な
る
。
そ
の
作
業

と
は
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
検
討
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
両
書
の
改
作
時
期
あ
る
い
は
改
作
に
参
与
し
た
氏
族
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
咽
記
』

『
紀
』
の
史
実
性
の
乏
し
い
事
象
を
抽
出
す
る
際
に
有
効
と
な
る
。
例
え
ば
、
修
史
事
業
に
関
し
て
は
、
推
古
二
十
八
年
差
接
手
の
平
戸
皇

子
・
蘇
我
馬
子
に
よ
る
「
天
皇
記
」
・
「
国
記
」
等
の
編
纂
、
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条
の
川
嶋
皇
子
ら
十
二
名
に
よ
る
「
帝
紀
」
・
「
上
古
諸
事
」
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の
記
定
事
業
等
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
参
画
し
た
者
が
、
そ
の
出
自
氏
族
お
よ
び
関
連
氏
族
な
ど
を
褒
賞
す
る
伝
承
、
あ
る
い
は
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

的
立
場
を
示
す
説
話
な
ど
を
付
加
し
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
記
』
『
紀
㎏
の
テ
キ
ス

ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
史
料
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
噌
瓢
訂
増
補
国
史
大
系
騙
に
依
る
。

②
津
田
左
右
吉
隅
目
本
古
典
の
研
究
㎞
上
巻
、
第
一
篇
・
第
四
章
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
四
八
年
。
和
睡
葦
「
殖
の
基
礎
的
考
察
」
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
泥
・
信

　
仰
』
上
、
　
懇
書
｝
房
、
　
一
九
九
五
年
、
初
出
　
九
⊥
ハ
九
年
0

③
菰
宮
一
民
『
古
事
記
の
研
究
鰍
1
・
工
、
（
株
）
お
う
ふ
う
、
一
九
九
三
年
、

　
初
出
～
九
九
〇
・
九
～
年
。
金
井
清
～
「
古
事
記
序
文
私
見
－
稗
田
阿
礼
の
訥

　
零
し
た
も
の
i
」
州
国
語
と
国
文
学
㎞
五
九
－
一
一
、
一
九
八
二
年
、
な
ど
。

④
笠
井
倭
入
「
記
紀
系
譜
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
扁
『
古
代
の
日
朝
関
係
と
日
本

　
書
紀
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
　
九
五
七
年
。

⑤
吉
井
巌
ω
「
半
神
天
皇
の
周
辺
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
㎞
一
、
塙
書
房
、
一

　
九
六
七
年
。

⑥
薗
田
香
融
ω
勤
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
一
…
大
化
前
代
に
お
け
る
皇
室

　
私
有
民
の
存
在
形
態
l
l
」
『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
一

第
一
章
　
　
『
記
』
編
纂
の
実
態

　
年
、
初
出
一
九
六
八
年
。
塚
口
義
信
「
継
体
天
皇
と
息
長
氏
」
『
神
功
皇
后
伝
説

　
の
研
究
』
、
創
元
社
、
一
九
八
○
年
、
初
出
一
九
七
六
年
。
同
「
息
長
氏
研
究
の

　
一
視
点
－
綴
喜
郡
の
息
長
氏
と
欄
記
』
『
紀
』
の
伝
承
－
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古

　
代
文
化
』
七
二
、
一
九
九
二
年
。
平
野
邦
雄
「
継
体
朝
の
諸
問
題
」
『
大
化
前
代

　
政
治
過
程
の
研
究
隔
、
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
○
年
。
な
お
、

　
塚
口
は
近
江
国
坂
田
郡
の
他
に
、
山
背
国
綴
喜
郡
に
も
息
長
氏
が
居
住
し
て
い
た

　
と
し
、
そ
の
息
長
氏
が
四
・
妊
世
紀
に
大
王
家
と
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
と
想
定

　
し
て
い
る
。
し
か
し
、
綴
喜
郡
の
息
長
氏
の
摘
出
に
関
し
て
は
疑
問
点
が
多
く
、

　
俄
に
首
肯
し
得
な
い
。
別
稿
で
私
見
を
詳
述
し
た
い
。

⑦
『
紀
』
推
古
二
十
年
二
月
庚
言
条
に
、
廻
国
媛
の
檜
隈
大
陵
へ
の
改
葬
が
み
え

　
る
が
、
同
日
、
軽
術
で
諌
が
行
わ
れ
、
境
部
臣
摩
理
勢
が
「
氏
姓
之
本
」
を
諌
し

　
て
い
る
。
こ
の
「
氏
姓
之
本
」
と
は
蘇
我
氏
の
系
譜
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
推
古

　
二
十
八
年
の
修
史
事
業
の
際
、
素
材
と
な
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。

　
本
章
で
は
、
天
武
朝
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
学
は
㎎
記
』
序
文
や
『
紀
所
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条
に
基
づ
き
、
『
記
』
『
紀
』

編
纂
の
端
緒
を
天
武
朝
に
求
め
た
。
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条
の
「
帝
紀
」
・
「
上
古
諸
事
」
の
長
銀
事
業
は
、
後
の
『
紀
』
に
繋
が
る
事
業
と
す

　
　
①

る
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
『
記
』
の
素
材
と
な
っ
た
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
に
は
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

『
記
』
序
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
初
に
こ
れ
を
詳
述
し
、
続
い
て
、
天
武
朝
以
降
に
改
作
の
実
施
を
求
め
る
諸
説
を
批
判
す
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る
。

第
【
節
　
　
『
記
』
序
文
の
検
討

4 （346）

　
和
銅
五
年
正
月
廿
八
日
の
日
付
を
有
す
る
『
記
』
序
文
の
、
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
必
要
と
な
る
箇
所
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
内
容
上
の
纏

ま
り
ご
と
に
丸
数
字
を
付
す
。

　
　
①
於
レ
是
、
天
皇
詔
之
、
朕
聞
、
諸
家
之
所
レ
費
帝
紀
及
本
辞
、
既
違
二
正
実
↓
多
薄
恥
偽
叩
當
二
曲
之
時
一
不
レ
改
二
其
失
↓
未
レ
経
一
一
幾
年
一
中
表
戸
レ
滅
。
斯

　
　
　
乃
、
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
。
悪
弊
、
福
二
録
帝
紀
の
討
一
蕨
旧
辞
納
削
レ
偽
定
レ
実
、
欲
レ
流
二
後
葉
幻

　
　
②
時
有
二
舎
人
4
姓
稗
田
、
名
阿
礼
、
年
是
廿
八
。
為
レ
人
聡
明
、
度
レ
目
訥
レ
ロ
、
梯
レ
耳
勒
レ
心
。
即
、
勅
二
語
阿
礼
訓
令
レ
諦
二
習
帝
皇
日
古
学
先
代
旧
辞
刈

　
　
　
然
、
運
移
世
異
、
未
レ
行
二
其
事
一
奥
。

　
　
③
於
レ
焉
、
惜
二
旧
辞
戯
事
杵
ハ
正
二
先
紀
之
謬
転
宿
二
和
銅
四
年
九
月
十
八
百
工
二
臣
安
万
侶
口
演
一
録
稗
田
阿
葬
所
レ
諦
之
勅
語
旧
辞
　
以
献
上
者
、
謹

　
　
　
随
二
詔
旨
ハ
子
細
採
披
。
（
後
略
）

　
右
記
の
史
料
の
解
釈
は
錯
綜
し
て
お
り
、
通
説
的
見
解
す
ら
提
示
し
得
な
い
状
況
と
い
え
る
。
し
か
し
、
天
武
に
よ
り
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」

の
撰
録
・
討
藪
が
実
施
さ
れ
た
と
す
る
所
説
が
優
勢
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
起
点
に
立
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
「
天
武
御
里
見
本
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
完
成
し
、
稗
田
阿
礼
が
そ
れ
を
暗
調
・
記
憶
し
た
と
す
る
西
宮
一
民
の
説
、
稗
田
阿
礼
の
論
習
は
、
諸
家
が
保
有
し
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た

「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
、
天
武
が
撰
録
・
討
広
し
た
も
の
と
二
度
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
、
「
天
武
本
古
事
記
」
な
る
も
の
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
す
る

　
　
　
　
　
④

金
井
清
一
の
説
、
稗
田
阿
礼
を
助
手
に
、
皇
室
に
伝
来
す
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
を
中
心
に
し
て
天
武
は
「
削
レ
偽
書
レ
実
」
作
業
を
行
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
、

崩
御
に
よ
り
申
断
し
た
と
す
る
青
木
和
夫
の
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
そ
も
そ
も
天
武
に
よ
る
撰
録
・
討
鞍
作
業
が
存
在
し
た
と
把
握
し
て
よ
い
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
夙
に
津
田
左
右
吉
が
的
確
に
指
摘
し

　
　
　
⑥

た
よ
う
に
、
②
の
「
未
レ
行
二
其
事
一
　
」
の
「
其
事
」
と
は
、
天
武
①
詔
の
「
撰
　
録
帝
紀
ハ
討
漏
鞍
旧
辞
開
削
レ
偽
定
レ
実
」
を
指
す
と
す
る
の
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が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
未
レ
行
二
其
事
　
」
は
、
元
明
③
詔
に
稗
田
阿
礼
の
論
習
の
実
施
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
②
の
内
容
で
は
な
く

天
武
①
詔
を
受
け
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
天
武
①
詔
の
主
眼
は
、
諸
家
の
保
持
す
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
内
容
を
正
す
た
め
撰
録
・
黒
駁

を
実
施
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
「
未
レ
行
二
其
事
一
夷
」
は
そ
の
有
無
を
明
示
す
る
意
味
を
負
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
西
宮
は
、
「
流
二
後
葉
こ

を
指
す
と
す
る
が
、
後
世
に
流
伝
さ
せ
る
こ
と
は
、
撰
録
・
討
簸
の
結
果
、
必
然
的
に
行
わ
れ
る
事
象
で
あ
り
天
武
①
詔
の
眼
目
と
捉
え
る
べ

き
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
上
述
の
解
釈
を
将
外
に
置
い
て
も
諸
説
に
は
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
ず
西
宮
説
だ
が
、
「
天
武
御
構
見
本
」
が
完
成
し
た

の
に
後
世
に
流
伝
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。
加
え
て
、
完
成
し
た
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
、
稗
田
阿
礼
の

請
習
作
業
に
ど
の
よ
う
な
意
昧
が
あ
っ
た
の
か
。
、
西
宮
は
、
阿
礼
の
諦
習
を
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
を
一
書
に
纏
め
る
た
め
の
前
提
作
業
と
把
握

し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
天
武
①
詔
か
ら
は
一
書
に
編
纂
す
る
と
い
う
意
図
は
読
み
取
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
先
行
研
究
に
普
遍
的
に
看

取
さ
れ
る
が
、
元
明
朝
に
『
記
』
が
完
成
し
た
こ
と
か
ら
案
出
さ
れ
た
結
果
論
的
解
釈
と
い
え
、
改
め
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
次
に
金
井
説
だ

が
、
序
文
か
ら
そ
こ
ま
で
読
み
取
れ
る
の
か
。
太
安
磨
墨
は
、
や
は
り
読
み
手
が
理
解
で
き
る
よ
う
考
慮
し
て
序
文
を
作
成
し
た
と
把
握
す
べ

き
で
、
必
要
以
上
に
行
間
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
最
後
に
青
木
説
で
あ
る
が
、
『
記
』
上
・
中
巻
の
部
分
は
天
武
に
よ
り
撰

録
・
流
量
が
施
さ
れ
た
と
す
る
が
、
例
え
ば
、
『
記
漉
中
巻
・
血
行
段
の
五
行
と
孝
霊
孫
・
針
間
之
伊
那
毘
能
大
郎
女
、
同
じ
く
景
行
と
そ
の

所
生
子
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
曽
孫
・
馬
具
漏
比
売
と
い
っ
た
不
自
然
な
婚
姻
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
障
碍
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
で
は
、
稗
田
阿
礼
が
調
卑
し
た
と
す
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
津
田
は
、
太
安
神
侶
の
作
業
期
間

が
四
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
稗
田
阿
礼
の
調
習
作
業
は
、
王
家
に
伝
来
し
て
い
た
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
み
を
素
材

と
し
、
天
武
が
「
削
レ
選
定
レ
実
」
を
実
施
す
る
た
め
の
準
備
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
津
田
の
見
解
は
、
不
幸
に

も
研
究
史
上
あ
ま
り
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
佐
々
木
一
紀
は
、
筥
廷
に
伝
わ
る
一
本
（
一
伝
承
）
と
解
釈
し
た
こ
と
に

よ
り
、
複
数
の
伝
承
を
統
合
し
て
成
立
し
た
『
記
』
の
伝
承
形
態
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
佐
々
木
は
、
阿
礼
諦
習
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の
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
を
天
智
朝
以
前
の
編
纂
物
と
捉
え
る
べ
き
可
能
性
を
示
唆
し
、
津
田
説
を
合
理
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
だ

⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
、
私
見
も
そ
れ
に
左
畏
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
諸
家
の
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
は
、
天
皇
へ
の
仕
奉
説
話
を
創
出
す
る
た
め
に
、
あ

る
い
は
王
統
譜
に
氏
祖
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
自
氏
の
尊
貴
性
を
高
め
る
た
め
に
、
王
家
所
有
の
も
の
が
書
写
さ
れ
現
出
し
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
ら
は
、
天
武
①
詔
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
各
氏
族
の
者
に
よ
り
改
作
・
潤
色
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る

な
ら
、
複
数
の
伝
承
の
統
合
と
い
っ
た
作
業
が
天
智
歯
以
前
に
王
家
内
部
に
お
い
て
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
断
言
で
き
ょ
う
か
。
事
実
、
『
紀
』

推
古
二
十
八
年
是
歳
条
に
は
、
厩
戸
皇
子
と
蘇
我
馬
子
が
主
体
と
な
り
修
史
事
業
が
展
開
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
武
に
よ
る
撰
録
・
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

蝦
が
是
認
さ
れ
な
い
以
上
、
『
記
』
伝
承
の
統
合
性
の
現
出
は
、
天
再
論
以
前
に
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
『
記
』
の
編
纂
過
程
に
関
す
る
私
見
は
、
基
本
的
に
津
田
説
を
継
承
す
る
。
な
お
、
『
記
』
序
文
が
語
る
事
柄
と
天
武
十
年
の
記
定
事

業
と
の
時
間
的
前
後
関
係
が
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
論
の
主
旨
か
ら
逸
脱
す
る
た
め
後
考
を
侯
つ
こ
と
と
す
る
。
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第
二
節
　
『
記
』
と
ワ
ニ
氏

　
本
節
で
は
、
主
に
ワ
ニ
氏
の
分
析
に
よ
り
天
武
朝
以
降
に
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
完
成
を
主
張
す
る
諸
説
を
吟
味
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

『
記
』
に
は
ワ
ニ
氏
出
自
の
后
妃
、
お
よ
び
そ
の
氏
祖
伝
承
が
多
数
散
見
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
関
し
て
は
、
ワ
ニ
氏
に
よ
り
「
帝

紀
」
・
「
旧
辞
」
に
架
上
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
だ
が
、
問
題
は
そ
の
時
期
が
い
っ
か
で
あ
る
。
通
説
は
上
述
の
よ
う
に
天
出
花
以
降
に
求
め
て

い
る
の
だ
が
、
問
題
点
を
多
く
有
し
て
い
る
。
以
下
、
諸
説
の
批
判
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
ず
、
坂
本
太
郎
の
見
解
を
取
り
上
げ
た
い
。
坂
本
は
、
『
記
』
に
ワ
ニ
氏
関
連
の
記
事
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
壬
申
の
乱
の
功
臣
・

和
理
部
臣
君
手
が
「
稗
田
阿
礼
の
旧
辞
討
鞍
に
参
加
し
て
、
丸
濯
臣
一
族
の
伝
承
を
そ
の
な
か
に
加
え
た
」
結
果
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て

『
釈
日
本
紀
』
私
記
所
引
の
和
還
部
臣
君
手
記
に
注
意
を
払
い
、
君
手
が
文
筆
に
縁
の
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
稗
田
阿
礼
の
「
旧

辞
」
討
駁
に
関
し
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
首
肯
し
得
ず
、
加
え
て
、
坂
本
が
提
示
す
る
傍
証
だ
け
で
は
、
地
理
部
臣
蚕
飼
の
関
与
を
想
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定
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
続
い
て
、
岸
俊
男
の
見
解
を
検
討
す
る
。
岸
は
、
稗
田
阿
礼
が
鎮
魂
の
儀
に
奉
仕
し
猿
女
を
貢
上
す
る
猿
女
公
氏
の
出
自
で
あ
り
、
そ
の
猿

女
が
小
野
臣
・
和
還
部
臣
と
い
っ
た
ワ
ニ
氏
同
族
か
ら
も
貢
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
『
類
聚
三
代
格
』
雲
鶴
四
年
十
月
二
十
八
日
太
政
官
符
）
、

猿
女
二
上
と
い
う
職
掌
を
媒
介
と
し
た
結
び
付
き
に
よ
り
、
阿
礼
を
通
じ
て
ワ
ニ
氏
の
系
譜
・
伝
承
が
定
着
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
だ
が
、

職
制
律
・
詔
書
施
行
而
違
条
に
「
雑
業
篇
詔
書
ハ
膚
レ
所
二
尊
行
一
而
違
者
、
徒
二
年
。
失
錯
者
、
杖
八
十
。
失
錯
、
謂
、
失
二
黒
加
古
韻
語
畷
熟
（
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
み
え
、
詔
勅
等
の
主
旨
に
反
し
た
場
合
の
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
稗
田
阿
礼
は
忠
実
に
天
武
の
命
に
従
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
も
そ

も
、
律
の
規
定
を
考
慮
し
な
く
と
も
、
一
介
の
舎
人
で
あ
る
稗
田
阿
礼
が
「
為
レ
人
聡
明
、
度
レ
目
論
レ
ロ
、
梯
レ
耳
勒
レ
心
」
と
い
う
こ
と
を
理

由
に
天
武
に
よ
り
大
抜
擢
さ
れ
、
輝
か
し
い
栄
誉
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
阿
礼
が
天
武
の
命
に
背
く
は
ず
は
な
く
、
ワ
ニ
氏
が

阿
礼
を
媒
介
に
し
て
自
氏
の
伝
承
等
を
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
に
挿
入
さ
せ
た
と
は
推
定
し
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
以
上
、
坂
本
、
岸
両
説
の
批
判
を
行
っ
た
が
、
続
い
て
は
笠
井
倭
心
の
見
解
を
検
討
す
る
。
笠
井
の
所
説
を
簡
潔
に
纏
め
れ
ば
以
下
の
よ
う

に
な
る
。
ま
ず
、
笠
井
は
、
嬢
・
当
事
、
伯
父
・
姪
婚
と
い
っ
た
異
世
代
婚
は
、
孝
安
以
前
、
日
子
坐
王
系
譜
・
若
野
毛
二
俣
王
系
譜
と
い
っ

た
付
加
的
系
譜
（
笠
井
は
、
皇
統
を
明
示
す
る
上
で
主
体
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
が
、
二
世
代
以
上
に
わ
た
り
記
載
さ
れ
、
且
つ
氏
族
伝
承
的
な
性
格
を
有

す
る
系
譜
に
対
し
、
付
加
的
系
譜
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
）
、
欽
明
朝
以
降
と
い
っ
た
三
群
に
ほ
と
ん
ど
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
細
か
な

分
析
を
経
た
上
で
、
孝
安
以
前
、
付
加
的
系
譜
に
み
え
る
異
世
代
婚
は
、
欽
明
朝
以
降
の
も
の
の
投
影
で
あ
り
後
代
に
お
い
て
造
作
さ
れ
た
と

す
る
。
続
い
て
、
笠
井
は
、
配
偶
者
の
父
系
を
そ
れ
ぞ
れ
辿
っ
た
時
、
母
系
の
出
自
が
相
違
す
る
異
母
系
親
族
婚
と
、
岡
じ
母
系
に
到
達
す
る

同
母
系
親
族
婚
（
図
－
）
に
注
目
し
、
落
子
朝
か
ら
天
智
朝
に
か
け
て
異
母
系
親
族
婚
し
か
な
く
、
天
武
朝
以
降
お
よ
び
欠
史
八
代
・
付
加
的

系
譜
だ
け
に
同
母
系
親
族
婚
が
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
天
智
朝
以
前
に
同
母
系
親
族
婚
は
存
在
せ
ず
、
天
中
朝
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
れ
に
依
拠
し
て
欠
史
八
代
・
付
加
的
系
譜
の
も
の
が
創
作
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
基
づ
き
笠
井
は
、
『
記
』
『
紀
』
系
譜
は
最
終

的
に
天
武
朝
史
局
の
手
を
経
て
成
立
し
た
と
い
う
推
断
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【
図
1
】

☆
同
母
系
親
族
婚
系
譜
（
天
武
以
降
）

　
①
『
紀
瓢

　
②
『
紀
撫

　
②
『
紀
蝕

☆
同
母
系
親
族
婚
系
譜
（
欠
史
八
代
お
よ
び
付
加
的
系
譜
）

①
隅
紀
』

蓼
靴
贈
石
耳
命
爵
豊
津
媛
命

　
②
『
記
』

　
③
『
記
蝕
『
蟹
騙

じ
紅
附
毘
奮
”
慧
．
命

　
④
咽
記
睡

誕
私
墾
嫉
治
佐
一

※笠井倭人論文掲載の図を一部改めて記載した。なお、異母系親族婚系譜は、抜粋した

　ものの他十五例が記載されている。
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☆
異
母
系
親
族
婚
系
譜
（
一
例
だ
け
抜
枠
）

『
記
隔
『
紀
臨

石
比
売
命

敏
　
達

欽
　
明

＝
推
　
古

岐
多
斯
比
売

【
図
2
】

「帝紀」・「1日辞」成立論序説（笹川）

開
　
　
化

息
長
水
月
比
売

崇
　
　
神

T
丹
波
難
嚢
顯
王

手
　
　
仁

T
－
景

日
子
坐
王

山
代
之
大
筒
木
真
若
王

比
婆
須
比
売
命

衰
祁
都
比
売
命

　
　
〈
ワ
ニ
氏
〉

迦
迩
米
雷
王

行
ー
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ー
仲
哀

息
長
宿
主
王

応

伊
理
泥
王
－
丹
波
能
阿
治
佐
波
毘
売

息
長
帯
比
売
命

神
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【
図
3
】

仁
　
　
徳
　
　
履
　
　
中
i
中
帯
姫
皇
女

A
vt

磐
之
媛
命
　
　
允
　
　
恭
i
安

仁

馨「－徳1

允 履履
　
　
中

磐
之
媛
命

　

rL］

康

　
押
翌
∴

雄
　
　
略

賢宗

春
日
大
正
皇
女

（
B
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磐
城
王

※
原
島
著
轡
掲
載
の
系
譜
を
～
部
改
め
記
載
し
た
。
（
A
）

譜
に
お
け
る
同
母
系
親
族
婚
で
あ
る
。

（
C
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
C
）

　
丘
稚
子
王
　
　
　
難
波
小
野
王

が
、
原
島
が
摘
出
し
た
五
世
紀
代
の
王
統

し
か
し
、
岡
母
系
親
族
婚
が
天
武
朝
以
降
に
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
疑
問
で
あ
る
。
笠
井
は
、

を
天
霜
朝
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
『
紀
』
平
明
七
年
正
月
甲
質
業
に
、
両
者
の
子
・
大
伯
皇
女
の
生
誕
が
記
さ
れ
て
お
り
、

の
形
成
時
期
は
斉
明
朝
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
天
耳
当
」
け
天
武
個
人
と
把
握
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、

訳
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
果
た
し
て
、
斉
明
朝
よ
り
前
に
、
天
武
よ
り
早
く
同
母
系
親
族
婚
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

原
島
礼
二
は
、
同
母
系
親
族
婚
を
五
世
紀
代
の
王
統
譜
か
ら
三
例
摘
出
し
た
が
（
図
3
）
、
そ
れ
ら
は
血
縁
関
係
の
な
い
二
つ
の
大
王
家
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
宋
書
』
に
お
い
て
珍
と
済
と
の
続
柄
が

在
を
隠
蔽
す
る
た
め
天
武
石
以
降
に
造
作
さ
れ
た
と
し
、
最
終
的
に
笠
井
説
を
継
承
し
た
。
近
年
、 　

右
の
笠
井
の
見
解
で
、
ワ
ニ
氏
と
の
関
係
上

特
筆
す
べ
き
は
噸
記
嚇
開
化
段
の
日
子
仁
王
系

譜
（
図
2
）
で
あ
る
。
日
子
十
王
と
ワ
ニ
氏
出

自
の
衰
祁
都
比
売
命
と
の
間
の
子
・
山
代
之
大

筒
木
真
若
王
と
日
子
坐
王
の
孫
・
丹
波
能
阿
治

佐
波
毘
売
の
婚
姻
は
同
母
系
親
族
婚
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
笠
井
説
を
承
認
す
る
な
ら
、
ワ
ニ

氏
に
よ
る
系
譜
の
作
成
は
天
武
朝
以
降
に
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
笠
井
説
を
全
面

的
に
継
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
そ

の
詳
細
を
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
嬢
・
親
等
の
異
世
代
婚
は
、
欽
明
朝

以
降
に
現
出
し
た
と
す
る
点
は
妥
当
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
天
武
と
大
田
皇
女
の
婚
姻
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
婚
姻
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
点
に
拘
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「帝紀」・「旧辞」成立論序説（笹川）

【
図
4
】

葛
城
直
磐
村
－
広

欽

蘇
我
稲
圏
1
…
堅
塩
三
三

聖

旨
　
明

磐
隈
皇
女

騒
階
鳥
皇
子

推
古

碍
子
皇
子

大
宅
皇
女

石
上
部
皇
子

山
背
皇
子

大
伴
皇
女

桜
井
皇
子

肩
野
皇
女

橘
本
震
皇
子

舎
人
皇
女 山子

麻
呂
子
皇
子

　
（
当
麻
皇
子
）

酢
香
手
姫
皇
女

未
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
代
に
二
王
家
が
存
在
し
世
襲
王
権
が
未

確
立
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
麺
・
私
見
は
・
『
回
書
』
に
み
え

る
「
倭
讃
」
・
「
倭
済
」
の
「
倭
」
を
姓
と
し
、
倭
の
五
王
を
男
系
の
同
一
血

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

縁
集
団
の
者
と
す
る
説
を
妥
当
と
考
え
る
の
で
、
原
島
説
な
ど
に
は
賛
同
し

得
な
い
。
し
か
し
、
反
正
と
考
え
ら
れ
る
珍
と
、
允
恭
と
推
測
さ
れ
る
済
の

続
柄
が
確
認
さ
れ
な
い
事
実
か
ら
、
両
者
は
『
記
』
『
紀
』
が
語
る
よ
う
な

同
母
兄
弟
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
五
世
紀
代
の
王
統
譜
が
改
作
さ
れ
て

い
る
可
能
性
は
高
い
。
よ
っ
て
、
先
の
同
母
系
親
族
婚
は
天
武
朝
以
降
に
造

作
さ
れ
た
と
す
る
原
島
の
想
定
も
捨
て
さ
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
五
世
紀
代

の
王
統
譜
か
ら
他
に
同
母
系
親
族
婚
を
摘
出
し
得
て
も
、
後
代
に
創
作
さ
れ

た
と
解
釈
す
る
余
地
も
あ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

　
そ
こ
で
、
史
実
の
可
能
性
が
濃
厚
な
継
体
朝
以
降
、
孝
徳
朝
以
前
の
婚
姻

関
係
を
精
査
し
て
み
る
に
、
上
の
も
の
を
発
見
で
き
た
（
図
4
）
。
『
紀
嚇
推

古
十
一
年
七
月
丙
午
条
に
確
認
さ
れ
る
用
明
皇
子
と
欽
明
皇
女
の
婚
姻
は
一

世
代
の
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
年
齢
的
に
不
自
然
で
は
な
く
史
実
と
見
倣

　
　
　
　
　
　
⑱

し
て
間
違
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
、
当
麻
皇
子
・
舎
人
皇
女
の
父

系
を
そ
れ
ぞ
れ
辿
っ
て
み
る
に
、
最
終
的
に
は
堅
塩
媛
と
い
う
女
性
に
到
達

す
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
笠
井
の
言
う
同
母
系
親
族
婚
に
合
致
し
よ
う
。

つ
ま
り
、
同
母
系
親
族
婚
と
は
天
武
以
降
に
実
施
さ
れ
た
婚
姻
形
態
で
は
な
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く
、
少
な
く
と
も
推
古
朝
頃
か
ら
実
施
さ
れ
て
お
り
、
欠
史
八
代
・
付
加
的
系
譜
に
み
え
る
同
母
系
親
族
婚
の
造
作
時
期
を
天
武
朝
以
降
と
い

う
時
期
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
武
朝
史
局
に
よ
り
『
記
』
の
王
統
譜
（
『
紀
』
の
王
統
譜
は
除
外
）
が
最
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

的
に
整
理
さ
れ
た
と
す
る
絶
対
的
根
拠
は
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

　
以
上
、
二
節
に
わ
た
り
先
行
研
究
を
批
判
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
七
曲
編
纂
の
実
相
と
共
に
、
『
記
臨
の
素
材
と
な
っ
た
王
家
所
有

の
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
完
成
時
期
を
天
智
朝
以
前
に
求
め
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
f
～

①
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
の
撰
修
」
、
「
日
本
書
紀
の
成
立
」
坂
本
太
郎
著
作
集
第

　
二
巻
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
撫
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
五

　
一
・
五
八
年
。
な
お
、
私
見
の
一
端
を
提
示
す
る
。
注
賑
し
た
い
の
は
『
紀
』
雄

　
略
二
年
十
月
豊
里
条
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
雄
略
の
怒
り
を
静
め
る
た
め
に
、

　
そ
の
母
・
忍
坂
大
中
姫
命
が
宍
人
部
の
設
置
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の

　
伝
承
に
関
し
て
無
視
し
難
い
の
は
、
『
紀
』
天
武
十
年
三
月
丙
戌
条
の
「
帝
紀
」
・

　
「
上
古
諸
事
」
の
記
定
事
業
に
参
画
し
た
忍
壁
皇
子
の
存
在
で
あ
る
。
忍
壁
皇
子

　
は
、
そ
の
名
か
ら
名
代
・
刑
部
と
関
連
を
有
す
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
人
物

　
の
母
が
、
宍
人
部
の
管
掌
氏
族
と
さ
れ
る
宍
人
臣
の
出
自
な
の
で
あ
る
（
『
紀
』

　
天
武
二
年
二
月
癸
未
条
）
。
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
刑
部
の
最
初
の
所
有
者
で
あ
る

　
と
さ
れ
る
忍
坂
大
中
姫
命
が
宍
人
部
を
設
概
し
た
と
い
う
説
話
を
、
重
壁
皇
子
が

　
［
上
吉
諸
事
」
の
な
か
に
戴
き
加
え
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
、
咽
記
』
に
は
確

　
認
さ
れ
な
い
伝
承
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
武
十
年
の
事
業
は
最
終
的
に
は
噸
紀
』

　
へ
と
繋
が
る
作
業
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

②
西
宮
　
民
前
掲
論
文
。

③
飴
石
に
関
し
て
は
、
訓
読
お
よ
び
暗
講
の
両
方
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
小
島

　
憲
之
の
理
解
に
従
う
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
、
第
二
篇
・
第
一
章
、

　
落
書
皿
房
、
　
一
九
山
ハ
期
年
）
。

④
金
井
清
一
前
掲
論
文
。

⑤
日
本
思
想
大
系
1
『
古
事
記
』
、
序
・
補
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
。
華

　
木
和
夫
「
古
事
記
撰
進
の
事
情
」
『
東
方
学
㎞
九
四
、
一
九
九
七
年
。

⑥
津
田
左
右
吉
前
掲
書
、
上
巻
、
第
一
篤
・
第
四
章
。
な
お
、
倉
野
憲
司
は
津
田

　
説
を
全
面
的
に
継
承
し
て
い
る
（
剛
古
事
記
全
註
釈
㎞
第
一
巻
・
序
文
篇
、
　
二
省

　
堂
、
一
九
七
三
年
）
。

⑦
佐
々
木
一
紀
「
記
紀
の
編
纂
過
程
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
」
黛
弘
道
編
隅
古
代

　
王
権
と
祭
儀
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
。
な
お
、
佐
々
木
は
阿
礼
が
訥
習

　
し
た
「
帝
皇
日
継
」
・
「
先
代
旧
辞
」
を
固
有
名
詞
と
し
そ
の
他
を
普
通
名
詞
と
解

　
釈
す
る
が
、
こ
の
見
解
は
と
ら
な
い
。

⑧
吉
村
武
彦
『
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
』
第
一
部
・
H
・
一
、
岩
波
書
店
、
一

　
九
九
六
年
。

⑨
な
お
、
西
條
勉
は
、
天
武
に
よ
り
「
帝
皇
日
継
」
・
「
先
代
旧
辞
偏
の
撰
録
・
討

　
籔
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
津
田
説
を
支
持
す
る
も
の
の
、
稗
田
阿
礼
が
諦
習

　
し
た
も
の
は
、
『
紀
」
天
武
十
年
三
月
癸
酉
条
の
「
記
定
本
」
と
阿
系
列
に
位
置

　
す
る
も
の
と
想
定
す
る
（
「
阿
礼
訥
習
本
の
系
統
」
『
国
語
と
国
文
学
』
六
四
－
六
、

　
一
九
八
七
年
）
。
鴬
嬢
は
、
先
の
記
定
事
業
を
天
武
朝
の
族
姓
改
革
と
関
連
さ
せ

　
て
理
解
し
て
い
る
が
、
註
①
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
『
紀
㎞
に
結
実
し
た

　
修
史
事
業
と
捉
え
る
べ
き
で
、
天
武
八
姓
あ
る
い
は
『
記
』
と
は
直
接
的
な
関
係

　
は
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
西
條
の
理
解
に
は
従
い
得
な
い
。
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⑩
坂
本
太
郎
「
古
事
記
の
成
立
」
前
掲
書
、
初
出
一
九
五
六
年
。

⑪
岸
俊
男
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
『
千
本
古
代
政
治
史
研
究
』
、
四
書

　
一
房
、
　
一
九
六
六
年
、
初
出
一
九
六
〇
知
ヰ
。

⑫
飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
在
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
（
石
尾
芳
久
『
日
本
古
代
法
の

　
研
究
㎞
第
三
・
四
、
法
律
文
化
社
、
一
九
五
九
年
、
な
ど
）
。
ゆ
え
に
、
大
宝
律

　
施
行
以
降
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

⑬
笠
井
倭
人
前
掲
論
文
。

⑭
原
島
礼
二
糊
倭
の
五
王
と
そ
の
前
後
』
H
章
・
一
、
塙
書
虜
、
～
九
七
〇
年
。

　
な
お
、
笠
井
は
、
原
島
が
提
示
し
た
同
母
系
親
族
婚
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

⑮
　
　
『
宋
書
』
（
中
華
害
局
、
一
九
七
四
年
）
に
依
る
。

⑯
藤
間
生
大
朔
倭
の
五
王
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
八
年
。
川
口
勝
康
「
五
世
紀

　
の
大
王
と
王
統
譜
を
探
る
」
原
島
礼
二
他
共
著
『
巨
大
古
墳
と
倭
の
五
王
』
、
青

　
木
害
店
、
一
九
八
一
年
。
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
1
篇
・
三
章
、

　
岩
波
書
店
、
～
九
八
三
年
。
吉
田
晶
『
倭
王
権
の
時
代
』
、
薪
日
本
新
書
、
一
九

　
九
八
年
。

⑰
武
田
幸
男
「
平
西
将
軍
・
上
階
の
解
釈
－
五
世
紀
の
倭
国
政
権
に
ふ
れ
て
一
」

　
『
朝
鮮
学
報
』
七
七
、
　
九
七
五
年
。
関
和
彦
鵠
宋
轡
』
倭
国
伝
の
再
検
討
扁

　
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
隔
三
二
、
一
九
八
二
年
。
吉
村
武
彦
「
倭
の
累
累
と
は

　
誰
か
」
『
争
点
、
日
本
の
歴
史
』
2
、
新
入
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
。

⑱
『
紀
』
推
古
十
一
年
七
月
丙
午
条
に
み
え
る
舎
人
姫
王
と
、
開
紀
』
多
事
二
年

　
三
月
条
の
舎
人
皇
女
は
、
同
一
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
（
竹
内
理
三
他
編

　
　
隅
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
第
五
巻
、
「
舎
人
皇
女
」
の
項
、
吉
川
弘
文
館
、
～
九

　
六
六
年
。
坂
本
太
郎
他
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
隅
日
本
書
紀
』
下
、

　
一
九
九
三
年
。
小
島
憲
之
他
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
3
『
日
本
書

　
紀
』
②
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
紀
』
天
武

　
五
年
八
月
丁
爾
条
「
親
王
以
下
、
小
錦
以
上
大
夫
、
及
皇
女
姫
王
内
命
婦
等
、

給
二
食
封
｛
各
有
レ
差
。
」
か
ら
、
皇
女
と
姫
王
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
と
い
え
、

二
王
は
二
世
～
五
世
の
王
（
女
王
）
を
示
す
称
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
舎
人

皇
女
と
舎
入
姫
王
は
別
入
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
下
の
二

点
を
理
由
に
、
同
～
人
物
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。
ま
ず
、
一
点
自

で
あ
る
が
、
馴
紀
㎞
は
天
皇
の
子
に
は
「
皇
子
」
ら
皇
女
」
を
付
す
が
、
「
王
」
と

す
る
例
外
が
確
認
さ
れ
る
（
表
1
）
。

【
表
1
】

天箭敏雄允　仲
q明達略恭　哀
皇皇皇皇皇　皇
子子子子子　子

大吉大星磐　巖
友野派川城　坂
王大王王王　王

臣　　　　　　・

王　　　　　忍
i　　　　　熊
古　　　　　王
l
大兄
）

天大静雄顕　神
路更竺箋同雪
年年年十年　年
十九七三正三二
月月月年月月月
庚丁二八是庚条
辰丑三月月子・
条条朔二条条

条子
@条

　
※
吉
野
大
兄
王
は
、
「
或
本
云
」
の
中
に
確
認
さ
れ
、
『
紀
』
編
者
が
手

　
　
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
方
針
で
あ
っ
た
な
ら
ば
例
外
と
す
べ

　
　
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
念
の
た
め
提
示
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
は
『
紀
』
編
者
の
明
ら
か
な
ミ
ス
で
、
原
資
料
の
記
載
を
改
変
せ
ず
そ
の

ま
ま
継
承
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
現
出
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
皇

の
女
子
の
場
合
、
天
武
妃
・
大
田
皇
女
が
大
量
姫
皇
女
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
参
考
に
す
る
と
（
糊
紀
』
斉
明
七
年
正
月
冒
涜
条
）
、
「
皇
女
」
暑
成
立
以
前
、

性
別
を
区
別
す
る
た
め
「
王
」
と
共
に
「
姫
王
」
と
い
う
号
が
用
い
ら
れ
た
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
舎
入
姫
王
に
関
し
て
は
、
原
資
料
の
ま

ま
の
形
で
掲
載
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

『
紀
㎞
編
者
の
ミ
ス
は
、
欽
明
紀
と
推
古
紀
と
い
う
巻
の
相
違
、
具
体
的
に
言
え

ば
、
執
筆
担
当
者
の
差
違
に
起
因
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
続
い
て
、
二
点
目
で
あ

る
が
、
舎
人
皇
女
と
当
麻
皇
子
の
年
齢
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
両
者
の
生
年
は
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不
明
だ
が
推
測
す
る
手
だ
て
は
あ
る
。
ま
ず
、
当
麻
皇
子
だ
が
、
諸
史
料
を
分
析

す
る
に
鷹
戸
皇
子
の
す
ぐ
下
の
幕
明
第
三
子
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
浮
戸
の
生

年
は
、
諸
誉
に
よ
り
敏
達
元
年
～
三
年
と
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
が
、
畢
寛
、
敏

達
朝
初
頭
に
生
誕
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
故
に
、
妾
麻
の
生
年
も
同
時
期
の

可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
続
い
て
、
舎
入
皇
女
だ
が
、
同
母
姉
の
推
古
の
生
年

は
欽
明
十
五
年
で
あ
り
、
推
古
か
ら
数
え
て
十
番
召
に
位
置
す
る
舎
人
の
生
年
は
、

磯
明
末
年
に
求
め
得
る
。
以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
舎
人
皇
女
の
方
が

年
長
と
な
る
が
年
齢
差
は
僅
か
で
、
両
者
が
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
不
自
然
で

は
な
い
。
以
上
の
分
析
に
よ
り
、
舎
人
皇
女
と
舎
人
姫
島
を
同
一
人
物
と
す
る
通

説
を
継
承
す
る
。

⑲
も
う
一
点
補
足
し
て
お
く
。
笠
井
は
、
日
子
坐
王
系
譜
を
息
長
氏
あ
る
い
は
ワ

　
ニ
氏
保
有
の
氏
族
系
譜
で
あ
る
と
し
、
天
武
朝
段
階
に
王
統
譜
に
挿
入
さ
れ
た
と

　
述
べ
る
。
息
長
氏
・
ワ
ニ
氏
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
真
人
・
朝
臣
の
姓
が
賜
与

　
さ
れ
て
お
り
（
胃
壁
』
天
武
十
三
年
十
月
己
卯
降
下
・
同
十
～
月
戊
申
鋼
条
）
、
こ

　
れ
に
基
づ
き
笠
井
は
そ
れ
ら
氏
族
を
「
天
清
朝
の
功
臣
」
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、

　
天
武
八
姓
を
書
斎
改
革
と
す
る
従
来
の
通
説
的
認
識
と
は
乖
離
す
る
と
い
え
問
題

　
と
な
る
。
ま
た
、
多
数
存
在
す
る
氏
族
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
氏
族
の
系
譜
が
摂
取

　
さ
れ
る
に
至
っ
た
主
体
的
要
因
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
日
子
坐
王
系
譜

　
が
天
武
朝
に
摂
取
さ
れ
た
と
す
る
見
解
に
は
容
易
に
従
い
得
な
い
。
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第
二
章
　
　
『
記
』
『
紀
』
と
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
章
で
は
、
推
古
朝
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
㎎
釈
日
本
紀
』

を
比
較
検
討
し
、
㎎
記
瞼
王
統
譜
の
改
作
主
体
を
明
示
す
る
。

所
引
「
離
宮
記
」
逸
文
系
譜
と
『
記
価
『
紀
』
の
そ
れ
に
該
当
す
る
系
譜
と

第
【
節
　
継
体
父
系
系
譜
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ま
ず
、
『
釈
日
本
紀
』
所
引
「
上
宮
記
」
逸
文
を
掲
載
す
る
。

　
上
面
記
日
、
～
云
、
凡
牟
都
和
希
王
婆
酒
淫
俣
那
加
都
比
古
女
子
、
名
望
比
売
麻
和
加
　
生
児
、
若
野
毛
二
俣
王
、
聾
唖
母
〃
思
己
麻
和
加
中
比
売
一
生
児
、

　
大
郎
子
、
一
名
、
意
富
〃
等
王
、
妹
践
坂
壬
申
比
半
鐘
、
弟
田
宮
中
比
弥
、
弟
布
遅
波
良
二
等
布
斯
郎
女
、
四
人
也
。
此
意
富
〃
等
王
嬰
二
申
斯
知
命
一
生

　
児
、
乎
非
王
、
婁
二
面
義
都
国
造
、
名
簿
自
牟
良
君
女
子
、
名
久
留
比
売
命
　
生
児
、
汗
斯
王
、
筆
下
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
児
、
伊
波
都
久
和
山
脚
、
伊

　
波
智
和
無
恥
、
伊
波
己
里
和
気
児
、
麻
和
加
介
児
、
練
緯
波
智
山
導
、
乎
波
智
歯
、
嬰
二
余
賊
臣
祖
、
名
阿
那
余
比
弥
一
生
児
、
都
奴
牟
厳
君
妹
、
布
利
比



「帝紀」ぜ旧辞」成立論序説（笹川）

【
図
5
】

☆
欄
登
臨
応
神
段

応

　
　
神

T
華
二
俣
王

☆
璽
紀
』
応
神
二
年
三
月
壬
子
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
　
　
　
　
　
神

州
派
仲
彦
　
　
　
　
弟

☆
「
二
宮
記
㎏
逸
文

（
弟
日
売
劇
暑
比
売
命
）

媛T　
　
嚢

　　季

凡
牟
都
和
希
王

T
三
二
三
王

澄
俣
那
加
都
比
古
－
弟
比
売
麻
和
加

母
〃
春
物
麻
和
血
中
比
売

　
　
弥
命
鵡
也
。
汗
斯
王
坐
二
弥
乎
国
高
嶋
宮
　
時
、
聞
二
此
布
利
比
売
命
甚
美

　
　
女
殉
遣
レ
人
召
三
上
自
二
三
国
坂
井
縣
ハ
而
嬰
所
レ
生
、
伊
波
礼
宮
治
二
天

　
　
丁
乎
窟
等
大
公
王
也
。
父
汗
斯
王
崩
去
而
後
、
王
母
布
利
比
弥
寡
言

　
　
日
、
我
独
持
二
抱
王
子
↓
在
下
元
二
親
族
部
皿
之
国
N
唯
我
独
難
二
養
育
比

　
　
陥
斯
率
之
。
云
、
余
将
二
下
馴
於
在
レ
祖
三
国
一
令
レ
坐
一
多
加
牟
久
昼

　
　
也
。

　
右
掲
の
「
上
二
丁
」
逸
文
で
は
、
継
体
の
父
系
・
母
系
系
譜
が
完

全
な
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
父
系
系
譜
と
『
記
』
『
紀
』

の
系
譜
と
を
比
較
す
る
。
図
5
を
御
覧
頂
き
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
、
『
紀
』
系
譜
と
逸
文
系
譜
を
比
較
す
る
に
、
若
野

毛
二
俣
王
の
祖
父
の
名
の
「
河
派
」
と
「
漣
俣
」
と
い
う
相
違
、
若

野
毛
二
俣
王
の
母
の
名
に
お
け
る
「
麻
和
加
」
の
有
無
な
ど
微
妙
な

差
違
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
継
体
即
位
前
紀
の
継
体
母
・
振
媛
に

関
す
る
伝
承
と
逸
文
の
も
の
と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
を
勘
案
す
る

と
、
『
紀
』
編
纂
の
際
に
、
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の

資
料
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ
に
対
し
、
逸
文
系
譜
と

『
記
』
系
譜
で
は
顕
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
応
神
と
若
野
毛
二

俣
王
の
妃
の
名
が
異
な
り
、
『
記
』
で
は
両
妃
が
姉
妹
関
係
に
あ
る

が
、
逸
文
系
譜
で
は
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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【
図
6
】

　
①
『
記
睡
魍
紀
撫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
『
記
隔
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
　
　
桝

．
審
陵
が
直
答
葺
草
葉
合
命
塁
凱
「
．
運
俣
．

　
　
豊
　
玉
　
毘
　
売
　
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
師
木
傍
呂
弁
（
弟
日
売
真
若
比
売
命
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
『
紀
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
依
毘
売
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子

一
　
五
＋
鈴
襲
撃
命
　
計
一
早
順
子

　
　
開
　
　
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
　
明

　　

@　

ｺ
…
旱
坐
王
　
　
耀
武

意
祁
都
比
士
．
命
一
比
売
命
　
大
貯
－
大
」
皇
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
辺
皇
女

※
論
述
の
便
宜
上
、
こ
れ
ら
の
図
は
笠
井
倭
人
初
出
論
文
（
噸
史
林
』
四
〇
一
二
）
掲
載
の
も
の
を
窃
正
を
加
え
た
上
で
列
記
し
た
。
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な
お
、
⑤
の
義
手
姫
（
田
村
）
皇
女
と
田
眼
皇
女
の
長
幼
順
は
、
櫛
記
』
隅
紀
』
の
記
載
か
ら
は
確
認
し
得
ず
、
笠
井
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
依
拠
し
て
判
断
を
下

　
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
事
例
か
ら
そ
れ
に
従
っ
て
も
良
い
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
田
眼
皇
女
の
生
年
で
あ
る
が
、
父
母
達
と
母
推
古
が
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
の
は
，
推
古
即
位
前
紀
の
記
載
か
ら
欽
明
記
終
年
（
五
七
一
）
で
あ
る
こ
と
が

　
わ
か
る
。
田
眼
皇
女
は
、
両
者
の
六
番
百
の
子
で
あ
る
か
ら
（
敏
達
五
年
三
月
戊
子
条
参
照
）
、
そ
の
生
年
は
窯
業
朝
後
半
（
親
達
七
年
以
降
）
に
求
め
る
の
が
自
然

　
で
あ
る
。

　
続
い
て
糠
手
姫
皇
女
で
あ
る
が
、
そ
の
子
・
鉦
明
の
生
誕
年
か
ら
そ
の
生
年
を
絞
り
込
む
。
門
本
朝
後
胤
紹
運
箕
輪
（
開
鉱
校
群
書
類
従
』
第
三
巻
）
お
よ
び
『
一
代

　
要
記
隔
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
一
）
か
ら
、
聖
明
の
生
年
は
推
古
元
（
五
九
三
）
年
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
母
・
撃
手
姫
皇
女
は
、
こ
の
時
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達

　
し
て
い
た
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
糠
手
姫
皇
女
は
釘
明
誕
生
か
ら
七
一
年
後
の
天
智
三
（
六
六
四
）
年
に
準
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
（
天
智
三
年

　
六
月
条
）
、
推
古
元
年
に
は
十
代
後
半
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
夕
霧
姫
皇
女
の
生
年
は
敏
達
朝
前
半
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
と

　
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
分
析
結
果
か
ら
笠
井
説
を
継
承
し
た
い
。

※
な
お
、
長
幼
関
係
が
不
明
確
な
一
例
と
は
、
欽
明
と
蘇
我
課
目
の
女
・
堅
甲
媛
と
の
間
の
子
・
用
聡
と
、
蘇
我
課
目
の
女
・
石
膏
名
と
の
婚
姻
関
係
の
場
合
で
あ
る
。

「帝紀」・「旧辞」成立論序説（笹川）

　
こ
の
点
に
関
し
て
吉
井
巌
は
、
逸
文
系
譜
に
お
け
る
若
野
毛
二
俣
王
の
母
の
名
と
妻
の
名
が
、
『
記
曝
で
は
若
野
毛
二
俣
王
の
妻
の
名
に
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

心
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
「
記
が
息
長
氏
の
作
為
に
よ
っ
て
、
若
野
毛
二
俣
王
の
母
と
し
て
息
長
真
若
中
比
売
を
作
り
あ
げ
た
結
果
、
本
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

若
野
毛
二
俣
王
の
母
の
名
の
存
在
場
所
が
な
く
な
り
、
若
野
毛
二
俣
王
の
妻
で
あ
る
弟
比
売
の
な
か
に
集
中
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
想
定
す
る
。

確
か
に
、
息
長
真
若
中
比
売
は
氏
族
名
「
息
長
」
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
息
長
氏
の
作
為
と
す
る
指
摘
は
是
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
咽
記
』

の
応
神
意
・
息
長
真
若
州
比
売
と
逸
文
の
若
野
毛
二
俣
王
妃
・
母
ク
思
量
麻
和
里
中
比
売
が
「
マ
ワ
カ
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
」
を
共
有
し
て
い
る
点
に

注
意
を
払
っ
て
い
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
息
長
氏
が
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の
資
料
を
素

材
に
改
作
を
実
施
し
た
事
実
を
鮮
明
に
抽
出
で
き
る
の
だ
。

　
ま
ず
、
『
記
』
系
譜
を
み
る
に
、
応
神
と
息
長
真
若
中
比
売
の
所
生
子
・
若
野
毛
二
俣
王
と
、
母
の
妹
で
あ
る
百
師
木
蝋
呂
弁
（
更
名
・
重
日

売
真
説
比
売
命
）
の
婚
姻
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
笠
井
倭
人
が
論
じ
た
よ
う
に
、
欽
明
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
降
に
現
出
し
た
婚
姻
形
態
で
、
そ
れ
以
前
の
も
の
は
造
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
野
毛
二
俣
王
と
百
師
木
下
呂
弁
の
婚
姻

関
係
は
後
代
の
創
作
と
い
え
る
。
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そ
こ
で
、
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
に
注
目
し
て
み
た
い
。

門
図
7
】
『
記
一
景
行
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妹
の
婚
姻
と
い
う
原
則
が
容
易
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
よ
っ

て
、
①
～
④
は
そ
の
よ
う
な
原
則
に
依
拠
し
て
造
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
視
点
を
変
え
、
息
長
真
直
中
比
売
・
母
〃
思
己
麻
和
華
中
比
売
の
「
中
比
売
」
（
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
）
と
、
弟
日
売
真
曾
比
寒
雨
・
弟
比
売
麻

和
加
の
「
弟
日
（
比
）
売
」
（
オ
ト
ヒ
メ
）
と
い
う
称
の
意
味
に
関
し
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
は
『
記
』
㎎
紀
』
の
名
に
「
中
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
有
す
る
皇
族
女
性
を
分
析
す
る
に
、
同
母
兄
弟
姉
妹
の
真
ん
中
の
子
を
意
味
す
る
名
称
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
加
え
て
、
推
古
即
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

前
面
に
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
、
天
國
排
開
廣
庭
天
皇
中
帯
也
。
」
と
み
え
る
が
、
推
古
は
欽
明
と
堅
塩
媛
の
次
女
で
あ
り
、
「
中
」
と
い
う
の

は
中
国
に
お
け
る
兄
弟
の
「
伯
仲
寒
季
」
の
順
に
基
づ
く
“
二
番
目
の
”
と
い
う
意
味
も
包
含
す
る
と
い
え
る
。
次
に
、
後
者
に
関
し
て
は

『
記
』
『
紀
』
の
「
弟
」
を
有
す
る
人
名
を
検
討
す
る
に
、
大
勢
的
に
長
幼
の
順
を
意
味
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
兄
弟
姉
妹
の
末
っ
子
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
表
す
称
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
如
上
の
検
討
結
果
を
総
合
す
れ
ば
、
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
・
オ
ト
ビ
メ
と
い
う
順
番
が
長
幼
の
順
と
な
る
の
で
あ

る
。　

迂
遠
な
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
の
作
成
原
則
、
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
・
オ
ト
ヒ
メ
と
い
う
長
幼
順
を
前
提
に
、
息
長
氏
に
よ

る
王
統
譜
の
改
作
過
程
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
逸
文
系
譜
を
取
り
上
げ
る
が
、
弟
比
売
麻
和
加
を
姉
、
母
〃
思
己
麻
和
加
中
比
売
を
妹
と
し

嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
を
作
成
す
る
場
合
、
問
題
が
生
ず
る
。
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
と
は
、
姉
の
子
と
そ
の
妹
と
の
婚
姻
が
原
則
で
あ
り
、
オ
ト

ビ
メ
と
い
う
称
を
持
つ
弟
比
売
麻
和
加
が
姉
で
、
そ
の
子
と
、
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
と
い
う
称
を
有
す
る
妹
の
母
ク
思
踏
襲
和
壷
中
比
売
が
婚
姻
関
係

を
結
ぶ
こ
と
は
原
則
に
反
す
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
改
作
が
実
施
さ
れ
た
。
逸
文
系
譜
に
お
け
る
若
野
毛
二
俣
王
妃
・
母
〃
思
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己
麻
和
加
中
比
売
の
名
を
「
母
〃
思
己
」
と
「
麻
和
些
些
比
売
」
に
分
離
さ
せ
、
前
者
を
元
の
位
置
に
残
し
女
子
の
愛
称
で
あ
る
「
伊
呂
弁
」

を
付
加
、
後
者
を
応
壁
塗
の
位
置
に
移
動
さ
せ
「
息
長
」
と
い
う
氏
族
名
を
付
す
。
そ
し
て
、
二
神
妃
で
あ
っ
た
性
比
売
麻
和
加
を
、
母
〃
思

己
（
百
事
木
）
伊
呂
弁
の
浮
名
と
し
て
添
加
す
る
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
改
作
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
の
原
則
を
満
た
す
こ

と
と
な
っ
た
の
だ
。

　
以
上
、
息
長
氏
に
よ
る
王
統
譜
の
改
作
過
程
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
息
長
氏
は
「
上
宮
廻
」
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の
資
料
を

参
照
し
、
嬢
・
甥
の
異
世
代
婚
の
原
書
に
依
拠
し
て
『
記
』
系
譜
を
造
り
上
げ
、
且
つ
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
子
と
し
て
息
長
田
別
王
を
挿
入
し
、

逸
文
系
譜
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
を
接
合
さ
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
図
7
）
。
息
長
氏
は
、
若
野
毛
二
俣
王
の
子
・
大
郎
子
（
室
名
・
意
富
富
行
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
後
払
氏
族
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
氏
祖
系
譜
と
の
関
係
か
ら
、
ま
た
、
意
富
富
里
王
の
子
孫
と
さ
れ
る
継
体
の
皇
位
擁
立
に
荷
担
し
た

　
　
　
⑩

こ
と
か
ら
、
継
体
と
の
関
係
の
密
接
化
を
図
る
た
め
に
改
作
を
実
施
し
た
。
加
え
て
、
継
体
の
直
接
的
な
祖
と
さ
れ
る
応
神
と
の
結
び
付
き
を

も
主
張
す
る
た
め
に
、
「
息
長
」
を
そ
の
名
に
冠
す
る
后
妃
（
息
長
帯
比
売
命
・
息
長
水
旭
蟹
売
も
含
む
。
図
2
参
照
）
を
王
統
譜
上
に
配
置
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

「帝紀」・「旧辞」成立論序説（笹川）

第
二
節
継
体
母
系
系
譜
の
検
討

　
本
節
で
は
「
上
宮
寺
」
逸
文
の
継
体
母
系
系
譜
に
分
析
を
加
え
、
そ
の
作
成
主
体
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
事
象
に
つ
い
て
言

及
す
る
。

　
継
体
即
位
前
紀
に
は
、
継
体
の
母
で
あ
る
要
町
は
「
忍
目
天
皇
七
凝
念
孫
」
と
さ
れ
る
が
、
欝
欝
か
ら
振
媛
に
至
る
系
譜
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
　
方
、
『
記
』
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
名
す
ら
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
謡
講
記
」
逸
文
系
譜
が
重
要
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
『
紀
』

　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

系
図
一
巻
に
継
体
の
父
系
・
母
系
系
譜
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
母
系
系
譜
が
「
上
宮
記
」
逸
文

系
譜
と
一
致
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
従
来
あ
ま
り
論
及
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
以
下
、
そ
の
検
討
を
行
い
た
い
が
、
最
初
に
史
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料
を
掲
載
す
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
朔
条

　
　
又
三
国
真
人
石
川
朝
臣
鴨
朝
臣
伊
勢
大
鹿
首
灘
、
可
治
賜
人
敷
囎
璽
簡
華
魁
治
賜
夫
。

　
こ
れ
は
、
聖
武
が
東
大
寺
盧
舎
那
仏
の
甫
殿
に
お
い
て
、
陸
奥
か
ら
金
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
、
そ
の
喜
び
を
人
々
と
共
有
し
よ
う

と
し
て
出
さ
れ
た
宣
命
の
　
節
で
あ
り
、
三
国
真
人
以
下
四
氏
に
特
別
の
恵
み
の
処
置
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は

な
ぜ
三
国
真
人
書
伝
が
画
品
に
選
ば
れ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
岸
俊
男
は
、
三
國
真
人
氏
は
継
体
の
母
の
出
身
氏
族
、
石
川

朝
臣
氏
は
持
統
・
元
明
の
母
の
出
身
氏
族
、
鴨
朝
臣
氏
は
聖
武
の
母
・
藤
原
宮
子
の
母
の
出
身
氏
族
、
伊
勢
大
鹿
首
鼠
は
箭
明
の
母
・
田
村
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

女
の
母
の
出
身
氏
族
で
あ
り
、
皇
室
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
故
に
選
出
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
こ
の
岸
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
が
、
三
国
真
人
氏

に
関
し
て
は
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
岸
は
、
継
体
即
位
前
景
に
振
媛
の
桑
梓
が
越
前
三
国
坂
中
井
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
を
本

拠
と
す
る
三
国
真
人
氏
を
振
媛
の
出
自
氏
族
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
三
国
真
人
氏
は
『
記
』
で
は
意
富
富
柱
王
立
喬
氏
族
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
紀
』
お
よ
び
『
新
撰
姓
氏
録
』
で
は
継
体
皇
子
・
椀
子
を
三
二
と
し
て
お
り
、
三
国
真
人
氏
を
継
体
母
の
出
自
氏
族
と
解
釈
す
る
こ
と
は
躊

躇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
他
の
三
氏
の
検
討
を
試
み
る
。
三
氏
と
皇
族
と
の
関
係
を
図
示
し
た
の
が
図
8
で
あ
る
が
、
聖
武
と
同
じ
王
系
の
天
皇
の
母
系
を

池
り
非
皇
族
出
自
の
者
に
到
達
し
た
時
、
そ
の
人
物
の
父
系
氏
族
が
選
出
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
聖
武
の
場
合
、
藤
原
宮

子
の
出
身
氏
族
で
あ
る
藤
原
氏
が
該
当
す
る
が
、
藤
原
氏
と
天
皇
家
の
身
内
的
と
も
い
え
る
密
接
性
か
ら
宮
子
の
母
ま
で
遡
ら
せ
、
そ
の
出
身

氏
族
で
あ
る
鴨
朝
臣
氏
が
選
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
三
国
真
人
氏
は
ど
う
か
。
私
見
も
、
選
出
さ
れ
た
原
因
を
継
体
と
の
関
係
に
求
め
る
岸
説
を
妥
当
と
考
え
る
。
そ
れ
は
そ
の
三
厩
系

譜
が
継
体
と
の
関
連
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
他
の
三
氏
が
選
出
さ
れ
た
原
則
は
前
述
の
通
り
で
、
継
体
の
場
合
、
母
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

振
粛
の
父
系
が
選
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
三
国
真
人
氏
は
将
外
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
三
国
真
人
氏
は
な
ぜ
他
の
三
輪
と
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共
に
列
挙
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
解
答
を
導
き
出
す
た
め
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜
を
分
析
す
る
。

　
ま
ず
、
継
体
母
系
系
譜
の
冒
頭
に
み
え
る
言
動
牟
尼
利
比
古
大
王
（
垂
仁
）
の
児
・
伊
波
都
島
和
希
と
そ
の
児
・
伊
波
智
和
希
に
注
目
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
。
前
者
の
伊
波
曇
霞
和
希
は
、
『
記
』
『
紀
』
に
垂
仁
皇
子
と
し
て
確
認
さ
れ
、
三
尾
氏
の
氏
祖
と
さ
れ
る
。
一
方
、
後
者
の
伊
波
智
和
希
だ

が
、
『
紀
匝
素
行
四
年
二
月
甲
子
条
に
、
景
皇
尊
・
水
歯
郎
媛
の
兄
と
し
て
三
尾
氏
磐
城
別
な
る
者
が
み
え
、
ま
た
、
「
国
造
本
紀
」
羽
咋
国
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

条
の
「
三
尾
寒
心
石
撞
別
命
児
石
城
別
王
」
と
い
う
記
載
を
考
慮
す
る
に
、
こ
れ
ら
両
者
は
同
一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
継
体
母

系
と
三
尾
氏
と
は
関
連
性
を
有
し
、
三
国
真
人
氏
よ
り
も
三
尾
氏
が
選
定
さ
れ
る
に
相
応
し
い
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
三
国
真
人
氏
が
選
出
さ

れ
る
理
由
は
あ
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
物
語
る
の
が
三
国
真
人
氏
の
始
祖
系
譜
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
『
紀
』
で
は
、
継
体
皇
子
・
魚
子

門
図
8
】

伊
勢
大
鹿
首
小
熊

欽
　
明

菟
名
子

田
村
皇
女

蘇
我
石
川
麻
呂鋳

明

敏
　
達
一
彦
人
大
兄
…
…
茅
淳
王

遠
智
娘

桜
井
皇
子

　
孝
徳

の
系
譜
は

天一⊥一一一

智一「「娘
持
統

※
『
紀
』
、
『
続
日
本
紀
』
に
基
づ
き
作
成
し
た
が
、
「
欽
明
－
桜
井
皇
子
↓
口
備
姫
王
」

発
　
明

藤
原
不
比
等

　
　
　
　
文
武

天
武

噌
本
朝
後
胤
紹
附
録
』
に
依
る
。

草
壁
皇
子

元
正
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【
園
9
】
継
体
即
位
前
紀
お
よ
び

彦
主
人
王

咽
紀
』
継
体
元
年
三
月
癸
齋
条

振
　
　
媛

三
尾
君
堅
械

継
　
体

倭
　
媛

な
い
。
従
来
、
三
尾
氏
は
壬
申
の
乱
の
際
に
大
友
皇
子
側
に
荷
担
し
没
落
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
が
、

奈
良
時
代
に
少
数
で
は
あ
る
が
三
（
水
）
尾
君
姓
の
者
が
確
認
で
き
、

べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
伊
勢
大
鹿
叢
雲
は
正
史
に
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
ず
、

の
よ
う
な
氏
族
で
も
選
出
さ
れ
て
お
り
、
三
尾
氏
と
は
対
手
的
な
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
そ
こ
で
、
米
沢
康
の
見
解
に
注
目
し
た
い
。
米
沢
は
、
近
江
国
高
島
郡
三
尾
郷
を
三
尾
氏
の
本
拠
と
す
る
通
説
的
理
解
を
批
判
し
、
越
前
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

坂
井
郡
水
尾
郷
周
辺
に
そ
れ
を
求
め
、
三
国
真
人
氏
の
本
拠
地
も
そ
れ
に
重
複
し
、
且
つ
三
尾
氏
の
者
が
継
体
朝
以
降
ほ
と
ん
ど
史
料
上
に
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
三
国
真
人
氏
に
三
尾
氏
が
吸
収
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
の
米
沢
の
見
解
は
、
先
学
の
指
摘
に
実
証
性
を
加

味
し
た
も
の
で
評
価
に
値
す
る
と
考
え
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
三
尾
氏
が
確
認
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
国
真
人
氏
が
選
出
さ
れ
た

の
は
、
三
尾
氏
が
三
国
真
人
氏
に
吸
収
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
把
握
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
考
察
を
展
開
し
て
き
た
が
、
前
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
、
逸
文
系
譜
に
お
け
る
継
体
父
系
系
譜
と
『
紀
』
系
譜

と
の
類
似
性
等
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
紀
』
編
者
は
「
上
掌
記
」
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の
資
料
を
参
照
し
、
王
統
譜
を
編
み
上
げ

て
い
っ
た
と
推
断
し
て
大
過
な
い
。
聖
武
朝
に
お
い
て
、
『
紀
』
系
図
一
巻
を
閲
覧
し
鴨
朝
臣
氏
を
除
く
三
浦
が
選
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

⑫
「
上
々
誕
逸
文
の
継
体
母
系
系
譜
と
同
様
な
系
譜
が
記
写
れ
て
い
な
い
場
A
只
三
国
真
人
氏
が
選
ば
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
三
豊
と
す
る
が
、
そ
の
母
は
三
尾
君
堅
械
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
倭
媛
で
あ
り
、
三
尾
氏
と
の
血
縁
関
係
が
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
さ
れ
る
（
図
9
）
。
す
な
わ
ち
、
三
尾
氏
と
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
真
人
氏
と
の
密
接
な
関
係
が
選
定
基
準
と
な
つ

娘
子
皇
子
〈
是
三
国
公
之
先
也
。
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
こ
れ
で
全
て
が
解
決
し
た
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
確
た
る
証
拠
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
国
真
人
氏
が
選
出
さ
れ
て
い
る
の
は
問
題
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
力
を
有
し
た
豪
族
で
は
な
か
っ
た
と
見
倣
し
得
る
が
、
そ
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ま
た
、
「
上
髭
記
」
逸
文
系
譜
の
作
成
に
三
尾
氏
が
何
ら
か
の
関
与
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
が
、
『
記
㎏
王
統
譜
の
改
作
に
携
わ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

こ
と
も
考
え
得
る
。
図
1
0
を
御
覧
頂
き
た
い
。
注
視
す
べ
き
は
、
三
尾
氏
の
氏
祖
と
さ
れ
る
石
衝
別
王
の
妹
・
石
衝
毘
売
命
（
単
名
・
布
多
遅

漏
伊
理
毘
売
屋
）
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
婚
姻
関
係
を
結
び
仲
哀
を
儲
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
垂
為
券
と
垂
仁
皇
女
の
婚
姻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
世
代
的
不
自
然
さ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
・
寧
静
の
非
実
在
性
か
ら
、
後
代
に
造
作
さ
れ
た
と
断
定
し
て
よ
い
が
、
三
尾
氏
の
血
が
継
体
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

系
だ
け
で
な
く
、
応
神
に
到
達
す
る
こ
と
で
そ
の
父
系
に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
三
尾
氏
は
継
体
に
妃
を
二
人
出
し
て
お
り
、
継
体
擁
立
氏
族

の
な
か
で
も
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
目
さ
れ
る
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
同
様
に
継
体
を
支
持
し
た
息
長
氏
も
ま
た
、
継
体
と

の
結
び
付
き
を
強
固
に
す
る
た
め
に
種
々
の
系
譜
を
造
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
息
長
氏
ハ
三
尾
氏
と
い
っ
た
継
体
擁
立
氏
族
が
、
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の
資
料
を
改
作
し
、
ま
た

は
そ
れ
に
基
づ
い
て
『
記
』
王
統
譜
を
作
成
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
両
氏
に
加
え
て
、
ワ
ニ
氏
も
そ
の
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

補
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
ニ
氏
は
継
体
に
妃
を
一
人
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
継
体
擁
立
氏
族
と
想
定
さ
れ
、
且
つ
継
体
の
直
接
的
な
祖

で
あ
る
応
神
と
関
連
を
膚
す
る
系
譜
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
2
）
。
加
え
て
、
息
長
氏
と
共
に
垂
仁
后
・
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
の
父
系
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
改
作
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

【
図
1
0
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂
　
　
　
　
仁
　
　
　
　
景
　
　
行

※
『
記
』
に
基
づ
く
。
な
お
、

　
位
前
紀
）
、
そ
の
母
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

仲
　
哀

　
　
　
　
　
　
　
　
石
衝
毘
売
命
（
布
多
遅
能
伊
理
毘
売
命
）

布
多
病
能
伊
理
毘
売
命
は
、
『
煮
干
に
両
道
入
姫
皇
女
と
あ
り
、
垂
仁
皇
女
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が

応
　
神

（
仲
哀
即
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①
横
田
健
一
¶
『
記
』
魍
紀
㎞
の
史
料
性
1
と
く
に
継
体
天
皇
の
世
系
の
問
題
を

　
め
ぐ
っ
て
一
」
『
屡
本
書
紀
成
立
論
序
説
魅
、
槁
書
房
、
一
九
八
四
年
、
初
出
一

　
九
五
九
年
。
志
水
正
司
「
大
和
朝
廷
成
立
期
の
天
皇
に
つ
い
て
」
『
日
本
古
代
史

　
の
検
誕
臨
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
六
五
年
。
黛
弘
道
ω
「
継

　
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て
一
『
釈
日
本
紀
撫
所
引
上
宮
記
逸
文
の
研
究
1
」
、

　
同
②
「
継
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て
の
再
考
」
㎎
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
翫
、
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
初
出
　
九
六
八
・
七
二
年
。

②
「
上
宮
記
」
逸
文
に
関
し
て
は
、
田
中
卓
に
よ
る
校
訂
に
依
拠
す
る
（
轟
上
宮

　
記
』
の
校
訂
と
解
読
」
田
中
卓
著
作
集
2
『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』
、
国

　
書
刊
行
A
ム
、
　
～
九
八
⊥
ハ
年
）
。

③
吉
井
巌
働
「
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
王
1
⊥
宗
神
王
朝
の
後
継
者
像
1
」
『
天
皇
の
系

　
譜
と
神
話
』
二
、
塙
書
房
、
～
九
七
六
年
、
初
出
い
九
七
〇
年
。

④
笠
井
倭
人
前
掲
論
文
。

⑤
十
一
名
確
認
さ
れ
る
が
（
表
2
）
、
吻
㈲
は
五
人
兄
弟
姉
妹
の
、
ω
㈲
は
三
人

　
姉
妹
の
真
ん
中
に
位
曝
す
る
。
ω
は
『
和
州
五
雲
神
社
神
名
帳
大
略
註
解
巻
四
補

　
閉
』
（
『
神
舐
全
書
』
三
）
所
引
「
十
市
県
主
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
三
入
兄
弟
魏
妹

　
の
真
ん
中
と
な
る
。
㈹
は
、
仲
哀
（
タ
ラ
シ
ナ
カ
ツ
ピ
コ
）
と
対
に
案
出
さ
れ
た

　
可
能
性
が
高
い
。
㈹
㈲
㈲
は
、
『
記
睡
に
依
れ
ば
、
七
時
兄
弟
姉
妹
の
二
・
三
・

　
四
番
目
に
位
置
す
る
が
、
㈲
の
田
井
壷
中
比
売
、
鱒
の
田
宮
陣
中
比
売
は
同
一
人

　
物
の
異
伝
で
、
そ
の
弟
で
あ
る
取
上
売
王
・
沙
祢
王
は
、
そ
の
表
記
の
異
質
性
か

　
ら
後
代
に
付
加
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
り
（
黛
弘
道
ω
前
掲
論
文
）
、
こ
れ
に

　
従
う
な
ら
、
本
来
的
に
は
四
人
兄
妹
の
中
二
人
が
「
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
」
を
有
し
て
い

　
た
こ
と
に
な
る
。
⑳
で
あ
る
が
、
『
記
』
宣
化
段
に
仁
賢
の
子
と
あ
る
が
、
仁
賢

　
段
に
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
「
仲
」
を
省
略
し
て
登
場
す
る
場
合
も
あ
り

　
（
隅
紀
』
仁
賢
元
年
二
月
壬
子
条
）
、
不
安
定
性
は
否
め
な
い
。
の
は
兄
弟
姉
妹
が

　
全
く
確
認
さ
れ
な
い
。
以
上
、
若
干
の
例
外
も
存
す
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
捉
え

る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

【
表
2
】

α1）　（1◎　（9＞　（8）　（7）　（6＞　（5）　（4＞　（3＞　（2）　（1＞

宣　　（8＞允履応応応当壷二
ｻ〃の恭中神神神哀仁寧
后　　岡盾皇皇妃后妃皇后

母　　女女　　　　　女
7

橘田田忍　　忍息中大（
之宮井坂　　坂長日　中大
中之之之　　大真売比中
苒?中大　　中若命二三
?比比中　　比中　　命日

藻

命売田津　　売比　　　　子
@　　些　　売　　傘

兀
命

橘　　　　真中　　　仲大大淳
仲　　　　坂井　　　　蓼藍中名
皇　　　　大皇　　　　　三姫底
女　　　中女　　　　　　命仲
@　　姫（　　　　　　　　媛

謹
命中　　　　　　　命

帯
姫
皇
女
）

　
　
※
②
大
中
姫
命
の
位
置
を
『
記
』
垂
仁
段
で
は
大
中
津
日
子
命
と
い
う
男

　
　
　
　
性
が
占
め
て
い
る
。

⑥
帝
紀
隔
無
明
二
年
三
月
条
。

⑦
㎎
記
㎞
噸
紀
㎞
に
は
二
十
八
名
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
名
が
兄
弟
姉
妹

　
の
宋
っ
子
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
二
名
は
「
兄
」
あ
る
い
は

　
「
姉
」
を
名
に
有
す
る
人
物
と
セ
ッ
ト
で
登
場
す
る
。
な
お
、
そ
の
他
は
単
独
で

　
み
え
る
が
、
本
文
に
記
し
た
見
解
が
適
当
と
考
え
る
。

⑧
意
富
富
国
王
後
追
氏
族
に
関
し
て
は
、
『
記
』
諸
伝
本
に
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、

　
原
本
に
「
息
長
碧
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
（
佐
伯
有
清
開
新
撰

　
姓
氏
録
の
研
究
㎞
考
謹
篇
第
一
、
吉
川
弘
文
館
、
　
九
八
一
年
、
を
参
照
の
こ

　
と
）
。
な
お
、
噸
新
撰
姓
氏
録
』
（
田
中
卓
著
作
集
9
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
、
国

　
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
、
に
依
る
）
左
京
皇
別
・
息
長
真
紅
条
に
は
「
稚
淳
毛
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二
俣
王
之
後
」
と
あ
る
。

⑨
直
木
孝
次
郎
の
説
（
「
継
体
天
皇
の
動
乱
と
神
武
伝
説
」
『
日
本
古
代
国
家
の
構

　
造
隔
、
青
木
書
店
、
一
九
五
八
年
）
に
従
い
、
継
体
を
近
江
・
越
前
を
勢
力
基
盤

　
と
す
る
地
方
豪
族
と
考
え
る
。

⑩
『
記
』
継
体
段
、
お
よ
び
『
紀
隔
継
体
元
年
三
月
癸
酉
条
に
酋
長
真
手
王
の
女

　
が
継
体
妃
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

⑪
『
堅
塁
本
紀
輪
養
老
四
年
五
月
癸
翻
印
参
照
。

⑫
早
く
に
薗
田
香
融
は
、
継
体
父
系
系
譜
が
系
図
一
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
可
能

　
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
②
屍
日
本
書
紀
』
の
系
図
に
つ
い
て
」
前
掲
書
、
初
出

　
一
九
六
七
年
）
。

⑬
三
国
町
史
編
纂
委
員
会
編
上
三
国
町
史
』
第
二
牽
・
第
三
節
、
一
九
六
四
年
。

　
な
お
、
蘇
我
氏
が
石
川
氏
へ
と
改
姓
し
た
の
は
、
天
武
十
年
半
ら
十
二
年
の
頃
と

　
推
定
さ
れ
て
い
る
（
佐
伯
有
清
前
掲
書
）
。
ち
な
み
に
、
用
明
・
崇
峻
・
推
古
も

　
母
系
は
蘇
我
氏
に
至
る
が
、
聖
武
と
は
王
系
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
天
皇
の

　
母
の
出
自
氏
族
と
し
て
も
石
川
朝
臣
氏
が
選
出
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
。

⑭
『
紀
』
継
体
元
年
三
月
癸
酉
条
。
『
薪
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
・
右
京
皇
別
・

　
山
城
国
皇
別
の
三
国
真
人
条
。

⑮
慶
雲
三
年
格
に
よ
り
皇
親
の
範
囲
が
四
世
王
か
ら
累
世
王
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た

　
が
（
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
条
）
、
無
爵
早
世
孫
の
振
媛
は
明
ら
か
に

　
里
親
に
含
ま
れ
ず
、
そ
の
父
系
が
天
平
勝
宝
元
年
の
段
階
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
も

　
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。

⑯
　
　
『
記
』
芸
園
段
。
隅
紀
』
垂
仁
三
十
四
年
王
月
丙
寅
条
。

⑰
「
国
造
本
紀
」
は
、
鎌
田
純
一
『
先
代
薔
事
本
紀
の
研
究
』
校
本
の
部
（
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
に
依
拠
す
る
。

⑱
吉
井
巌
ω
前
掲
論
文
。

⑲
水
谷
千
秋
門
三
尾
氏
の
系
譜
と
伝
承
し
『
継
体
天
皇
と
古
代
の
王
権
』
、
和
泉
書

　
院
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
一
年
。

⑳
三
尾
君
麻
呂
（
天
平
勝
宝
九
歳
四
月
七
日
「
西
南
角
領
解
」
蝋
大
日
本
古
文
書
』

　
一
一
ニ
ー
二
二
〇
型
貝
）
、
水
尾
公
真
能
…
（
天
平
十
∴
二
年
六
月
二
十
⊥
ハ
日
門
山
北
円
国
司

　
移
」
『
大
日
本
古
文
書
』
ニ
ー
三
〇
　
買
な
ど
）
、
三
尾
公
恵
□
（
天
平
宝
字
七
年

　
四
月
十
六
日
「
渦
坂
宅
解
」
『
大
日
本
古
文
書
』
一
六
…
三
七
三
頁
）
な
ど
。

⑳
伊
勢
大
鹿
首
氏
は
、
債
勢
国
河
曲
郡
に
式
内
・
大
鹿
三
宅
神
社
が
所
在
す
る
こ

　
と
か
ら
、
そ
の
周
辺
が
本
拠
地
と
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
『
新
撰
姓
氏
録
㎞
未
定

　
雑
姓
・
右
京
に
大
鹿
首
、
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
治
暦
三
年
十
二
月
条
に
「
河
曲

　
神
戸
預
太
鹿
武
則
」
（
『
新
校
群
書
類
従
㎞
第
一
巻
）
、
建
久
三
年
「
伊
勢
大
神
宮

　
神
領
注
文
」
に
河
曲
郡
の
山
辺
御
園
の
国
主
と
し
て
「
散
位
大
鹿
國
忠
扁
（
『
鎌
倉

　
遺
文
魅
二
…
六
～
四
号
）
が
み
え
る
。

⑫
　
米
沢
康
「
三
尾
氏
に
関
す
る
一
考
察
」
『
北
陸
古
代
の
政
治
と
社
会
隔
、
法
政
大

　
学
出
版
局
、
　
九
八
九
年
、
初
出
一
九
七
八
年
。

⑳
　
三
尾
氏
の
本
拠
を
近
江
に
求
め
る
も
の
と
し
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
』

　
巻
二
十
四
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
～
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
、
太
田

　
亮
隅
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
三
巻
、
「
三
尾
」
の
項
（
姓
氏
家
系
大
辞
典
刊
行
会
、

　
一
九
三
六
年
）
、
水
谷
千
秋
前
掲
論
文
、
大
橋
信
弥
「
三
尾
君
氏
を
め
ぐ
る
問
題

　
一
継
体
擁
立
勢
力
の
研
究
1
一
」
（
『
日
本
古
代
の
王
権
と
氏
族
』
、
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑳
　
天
平
五
年
「
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
」
（
開
大
日
本
古
文
書
」
一
－
五
三
三
頁
）
の

　
「
越
前
國
坂
井
郡
水
尾
郷
」
と
い
う
記
載
（
た
だ
し
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
確
認

　
さ
れ
な
い
）
、
噸
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
の
越
前
国
の
三
尾
駅
、
坂
井
郡

　
内
に
「
三
保
大
明
神
」
と
呼
ば
れ
る
神
社
が
存
在
す
る
こ
と
等
を
傍
証
と
す
る
。

⑮
　
太
田
亮
前
掲
書
、
第
三
巻
、
「
三
國
」
の
項
。
黛
弘
道
「
記
・
紀
」
『
古
代
の
日

　
本
』
九
・
研
究
資
料
、
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
。
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⑳
系
図
一
巻
は
、
通
説
的
に
は
平
安
時
代
前
期
に
は
散
侠
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
て
い
る
が
（
岩
橋
小
彌
太
「
日
本
書
紀
」
『
増
補
上
代
史
籍
の
研
究
隔
上
巻
、
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
、
初
版
～
九
五
六
年
。
薗
醗
香
融
ω
前
掲
論
文
）
、
荊

　
木
美
行
は
、
そ
の
根
拠
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
『
本
朝
半
髪
目
録
睡

（
薪
校
群
難
従
量
三
巻
）
の
幣
素
図
一
巻
款
襯
し
と
い
う
記

　
載
か
ら
、
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
伝
来
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
「
失

　
わ
れ
た
『
日
本
誉
紀
』
の
「
系
図
一
巻
」
」
『
古
代
史
研
究
と
古
典
籍
隔
、
皇
學
館

　
大
學
出
版
部
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
。
平
安
前
期
散
侠
説
へ
の
批

　
判
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
う
が
、
蝋
本
朝
書
籍
目
録
隔
の
記
載
は
信
愚
挙
が
希

　
薄
で
問
題
が
残
る
。

⑳
　
井
上
光
貞
『
日
本
国
家
の
起
源
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
〇
年
。

⑱
　
　
㎎
記
隔
継
体
段
。
『
紀
隔
継
体
元
年
三
月
癸
酉
条
。

⑳
　
　
魍
紀
輪
継
体
元
年
三
月
癸
酉
条
に
、
継
体
妃
と
し
て
和
珊
臣
河
内
の
女
・
黄
媛

　
が
み
え
る
。

⑳
　
薫
炉
盾
の
父
で
あ
る
丹
波
比
古
多
〃
須
美
知
能
宇
斯
王
（
『
紀
』
で
は
丹
波
道

　
主
王
）
は
、
判
記
』
開
化
段
お
よ
び
四
紀
』
壷
仁
五
年
十
月
十
四
朔
条
分
注
に
日

　
子
坐
王
の
子
と
み
え
る
が
、
後
者
に
お
い
て
彦
湯
産
隅
王
（
州
記
田
で
は
比
古
由

　
牟
須
美
命
）
の
子
と
す
る
異
伝
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
彦
湯
産
隅

　
王
は
、
そ
の
母
の
名
が
丹
波
竹
野
媛
（
欄
紀
㎞
開
化
六
年
正
月
庚
寅
条
。
な
お
、

　
『
記
』
開
化
段
に
は
門
旦
波
之
大
県
主
、
名
由
碁
理
之
女
、
竹
野
比
売
」
と
あ

　
る
）
で
あ
り
、
丹
波
と
の
関
連
性
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
学
が
指
摘
す
る

　
よ
う
に
欝
欝
に
原
初
性
を
見
る
べ
き
で
あ
り
（
小
林
敏
男
「
浦
波
大
県
主
を
め
ぐ

　
る
歴
史
的
世
界
」
『
古
代
王
権
と
県
・
県
主
制
の
研
究
㎞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

　
四
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
、
『
記
』
の
系
譜
は
、
ワ
ニ
氏
・
息
長
氏
に
よ
り
改
作

　
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

26 （368）

第
三
章
　
評
明
朝
に
お
け
る
修
史
事
業
の
摘
出
と
そ
の
内
実

　
本
章
で
は
、
噸
記
』
の
素
材
と
な
っ
た
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」

七
世
紀
前
半
の
政
治
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
試
案
を
提
示
す
る
。

の
完
成
時
期
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
改
作
作
業
実
施
の
要
因
に
つ
い
て
、
六
～

第
［
節
　
野
明
朝
の
修
史
事
業
の
目
的

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
記
臨
の
素
材
で
あ
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
は
、
天
智
朝
以
前
に
纏
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
推
古
朝
頃
の
成
立

と
さ
れ
る
「
六
宮
記
」
逸
文
系
譜
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
系
統
の
資
料
に
基
づ
き
、
息
長
吾
等
が
王
統
譜
の
改
作
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
時
期
は
限
定
さ
れ
る
。
私
見
で
は
箭
明
朝
が
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
前
章
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
理
由
を
列
挙
す
る
。
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①

　
ま
ず
、
箭
明
の
血
縁
関
係
を
精
査
す
る
に
、
祖
母
で
あ
る
直
達
皇
后
・
広
媛
は
息
長
氏
出
自
で
あ
り
、
野
明
と
息
長
氏
と
の
密
接
性
が
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
箭
明
の
和
風
謳
号
に
氏
族
名
「
息
長
」
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
ワ
ニ
氏
に
関
し
て
は
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

達
皇
子
・
急
派
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
人
物
は
ワ
ニ
氏
同
族
の
春
日
氏
出
自
の
母
を
持
つ
が
、
『
紀
』
南
明
八
年
七
月
己
丑
朔
条
お
よ
び
皇
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

元
年
十
二
月
甲
午
条
か
ら
、
箭
明
朝
の
有
力
な
重
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
知
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
息
長
氏
・
ワ
ニ
氏
と
皇
室
と
の
密
接
な
繋

が
り
か
ら
、
艀
明
朝
に
修
史
事
業
が
展
開
さ
れ
た
と
推
測
す
る
が
、
そ
れ
は
『
記
㎏
敏
達
段
に
鍔
明
を
「
坐
二
濁
本
宮
一
治
二
天
下
一
之
天
皇
」
と

記
し
、
和
風
謹
号
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。
息
長
氏
・
ワ
ニ
氏
と
も
に
若
野
毛
二
俣
王
系
譜
・
日
子
坐
王
系
譜
に
お

い
て
媛
・
甥
の
異
世
代
婚
系
譜
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
押
廉
潔
人
大
兄
皇
子
と
田
村
皇
女
、
箭
明
と
田
眼
皇
女
の
嬢
・
甥
の
異
世
代

婚
（
図
6
⑤
）
を
素
材
と
し
た
と
想
定
さ
れ
、
加
え
て
、
両
氏
が
共
同
し
て
日
子
面
面
系
譜
を
編
み
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
図
1
1
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
ワ
ニ
氏
に
関
し
て
は
斜
明
と
の
血
縁
関
係
も
無
視
で
き
な
い
。
大
派
皇
子
の
存
在
と
共
に
刮
目
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
尾
張
氏
も
箭
明
と
の
血
縁
関
係
が
看
取
さ
れ
る
の
だ
が
、
継
体
擁
立
氏
族
で
あ
る
と
共
に
、
四
世
紀
代
の
王
統
譜
、
特

に
応
神
と
の
繋
が
り
が
顕
著
に
確
認
さ
れ
（
図
1
2
）
、
且
つ
ワ
ニ
氏
の
始
祖
で
あ
る
孝
昭
皇
子
・
天
押
帯
日
子
命
（
『
紀
』
で
は
天
足
彦
國
押
人
命
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
母
は
尾
張
氏
出
自
で
あ
る
と
い
う
、
ワ
ニ
氏
と
の
密
接
性
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
尾
張
氏
も
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
と
想
定
し
て
大
過
な
い
。

つ
ま
り
、
基
本
的
に
野
明
と
血
縁
関
係
の
濃
厚
な
氏
族
が
、
箭
明
朝
の
修
史
事
業
に
参
画
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
督
明
朝
の
修
史
事
業
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
縷
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
息
長
氏
と
い
っ
た
継
体
擁
立
氏
族
が
修
史
事
業
に
参

画
し
た
の
だ
が
、
畢
寛
、
そ
れ
ら
諸
氏
は
、
継
体
と
の
関
係
を
よ
り
緊
密
化
さ
せ
る
た
め
に
自
爆
出
自
の
后
妃
を
王
統
真
上
に
位
置
付
け
た
と

考
え
ら
れ
る
。
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜
お
よ
び
継
体
即
位
前
紀
か
ら
、
継
体
の
父
系
・
母
系
に
密
接
に
関
連
す
る
天
皇
は
、
二
神
と
垂
仁
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
こ
で
は
垂
仁
か
ら
応
神
に
至
る
、
そ
の
子
お
よ
び
子
孫
が
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
后
妃
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

垂
母
后
は
息
長
氏
・
ワ
ニ
氏
（
図
2
）
、
景
行
の
二
番
霞
の
后
は
尾
張
氏
（
図
1
2
）
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
后
は
三
尾
氏
（
図
1
0
）
、
仲
哀
后
は
息
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

氏
・
ワ
ニ
氏
（
図
2
）
、
応
神
后
妃
は
尾
張
氏
・
息
長
氏
（
図
5
・
1
2
）
の
血
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
最
初
の
景
行
后
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夫
人

　
※
唖
紀
』
に
基
づ
く
。
長
幼
順
を
遵
守
し
て
い
な
い
箇
所
が
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
さ
れ
る
針
間
之
伊
那
毘
能
大
郎
女
は
、
『
記
匝
孝
霊
・
唐
行
段
に
依
れ
ば
、
吉
備
臣
同
等
の
祖
と
さ
れ
る
若
鷺
吉
備
津
日
子
の
女
で
あ
り
、

こ
の
場
合
、
修
史
事
業
参
画
氏
族
と
の
繋
が
り
は
見
出
し
難
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
両
者
の
世
代
は
著
し
く
か
け
離
れ
て
お
り
、
後
代
に
お

け
る
造
作
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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⑩

　
そ
こ
で
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
比
礼
箇
条
・
南
毘
都
麻
条
を
取
り
上
げ
る
。
内
容
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
景
行
が
針
間
之
伊
那
智
能

大
郎
女
と
同
一
人
物
と
想
定
さ
れ
る
印
南
別
嬢
に
求
婚
す
る
た
め
播
磨
に
下
向
し
た
と
い
う
も
の
な
の
だ
が
、
印
南
別
嬢
の
父
母
を
、
「
定
二
国

堺
こ
た
め
に
都
よ
り
派
遣
さ
れ
た
丸
部
臣
等
始
祖
比
古
汝
茅
と
、
在
地
の
女
性
・
吉
備
比
売
と
す
る
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
天
皇
説
話
に
関

し
て
は
長
山
泰
孝
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
長
山
は
天
智
朝
以
前
か
ら
在
地
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
国
司
等
の
整
理
を
経
ず
原
型
を
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ぼ
維
持
し
て
採
録
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
前
述
し
た
婚
姻
系
譜
自
体
の
矛
盾
を
加
味
す
れ
ば
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
系
譜
の
方

「帝紀」・「旧辞」成立論序説（笹川）

　　　ハ
崇　図
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仁
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ケ
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幕
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一
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成
　
　
務
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那
陥
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木
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日
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命

仲

辰

〈
尾
張
連
祖
〉

志
露
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撫
牛

応

意
富
阿
麻
比
売
〈
尾
張
連
祖
〉

※
噸
記
㎞
に
基
づ
く
。
な
お
、
「
天
孫
本
紀
」
尾
張
氏
系
譜
で
は
五
百
木
之
入
日
子
命
の
妃
を
尾
倉
真
若
刀
傳
命
と
し
、

　
す
る
。
品
笹
真
若
王
の
妃
は
『
記
輪
『
紀
』
に
は
確
認
さ
れ
な
い
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神

仁

徳

高
木
之
入
日
売
命

＝
＝

中
日
売
命

＝
弟
日
売
命

品
書
真
若
王
の
妃
を
そ
の
妹
の
金
田
崖
野
壷
命
と
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が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。
よ
っ
て
、
無
漏
后
と
ワ
ニ
氏
と
の
関
係
が
浮
上
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
息
長
氏
な
ど
の
継
体
擁
立
氏
族
が
、
継
体
と
直
接
的
に
繋
が
る
四
世
紀
代
の
王
統
極
上
に
重
氏
出
自
后
妃
を
位
置
付
け
る

こ
と
に
よ
り
、
継
体
と
の
重
な
る
密
接
化
を
図
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
各
氏
族
の
尊
貴
性
の
顕
在
化
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
う
考
え
る
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
あ
り
、
餅
明
自
身
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
、
箭
明
は
ワ
ニ
・
尾
張
・
息
長
各
氏
の
血
を
引
い
て
い
る
の
だ
が
、
六
世
紀
以
降
の
王
統
の
直
接
的
な
祖
で
あ
る
継
体
に
至
る
王
統
前
上
に
、

ワ
ニ
・
尾
張
・
息
長
氏
出
自
后
妃
の
所
生
皇
子
な
ど
が
、
天
皇
位
を
継
承
す
る
と
い
う
事
象
を
複
数
例
造
作
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
氏
族
の
血

を
引
く
豊
明
の
即
位
の
正
統
性
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
換
言
す
れ
ば
、
天
皇
を
多
数
輩
出
し
た
そ
れ
ら
氏
族
の
血
統
に
連
な
る
箭
明

は
、
皇
位
継
承
の
絶
対
性
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
息
長
氏
な
ど
が
王
統
譜
の
改
作
等
を
実
施
し
た
の
は
、
斜
明
の
命

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
畢
寛
、
艀
明
朝
に
お
け
る
修
史
事
業
と
は
、
あ
く
ま
で
も
好
明
の
意
向
に
端
を
発
し
て
展
開
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

王
権
主
導
の
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
箭
明
朝
に
お
け
る
修
史
事
業
の
実
態
に
関
し
て
論
究
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
図
で
成
立
し
た
「
帝
紀
」
お
よ
び
「
旧
辞
」
で
あ
っ
た

が
故
に
、
鎌
明
の
孫
で
あ
る
元
明
は
、
太
安
万
侶
に
そ
れ
ら
を
素
材
と
し
て
『
記
』
と
い
う
一
書
を
編
纂
さ
せ
、
世
間
に
公
表
さ
せ
た
と
考
え

る
。
な
お
『
続
日
本
紀
臨
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
朔
条
の
宣
命
に
お
い
て
、
安
閑
・
宣
化
の
母
系
出
自
氏
族
で
あ
る
尾
張
氏
、
窓
明
・
敏
達

の
そ
れ
で
あ
る
ワ
ニ
氏
（
図
1
1
）
が
除
外
さ
れ
、
特
に
箭
明
を
起
点
と
し
て
選
出
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
の
王
族
・
貴
族
層

の
豊
明
に
対
す
る
特
別
な
意
識
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
十
分
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
応
仁
あ
る

い
は
継
体
に
集
約
さ
れ
る
王
統
譜
、
主
に
四
世
紀
代
の
王
統
遡
上
に
位
置
す
る
后
妃
の
実
在
性
は
皆
無
に
近
く
、
そ
の
出
自
氏
族
を
素
材
と
し

て
四
世
紀
お
よ
び
五
世
紀
の
政
治
過
程
を
復
元
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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第
二
節
　
静
明
朝
に
お
け
る
政
治
状
況

「帝紀」・F旧辞」成立論序説（笹川）

　
前
節
で
は
、
野
明
が
自
ら
の
即
位
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
修
史
事
業
の
実
施
を
命
じ
た
こ
と
を
論
じ
た
が
、
本
節
で
は
、
そ
の
実

施
に
至
ら
し
め
た
要
因
に
関
し
試
論
を
提
示
し
た
い
。

　
『
記
』
を
見
渡
し
て
み
る
に
、
蘇
我
氏
関
連
の
系
譜
・
伝
承
が
希
薄
な
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
建
内
宿
禰
系
譜
か
ら
は
蘇
我
氏
の
優
越
性

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
看
取
さ
れ
な
い
、
蘇
我
氏
の
祖
・
蘇
我
石
川
宿
彌
は
伝
承
上
影
が
薄
い
と
い
っ
た
指
摘
は
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
他
の
蘇
我
氏
の
祖
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
『
紀
』
に
は
確
認
さ
れ
る
が
『
記
』
に
は
全
く
み
え
ず
、
『
紀
』
推
古
二
十
年
二
月
庚
午
条
に
み
え
る
、
蘇
我
氏
の
系
譜
と
想
定
さ
れ
る

「
氏
姓
之
本
」
が
活
用
さ
れ
得
て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
推
古
死
後
の
皇
位
継
承
問
題
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
箭
明
が
即
位
す
る
に
至
る
経
過
に
つ
い

て
は
、
斜
明
即
位
前
紀
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
蘇
我
臣
蝦
夷
は
、
蘇
我
氏
と
は
血
縁
関
係
の
な
い
解
明
を
即
位
さ
せ
る
こ
と
を
目
論

み
、
厩
戸
皇
子
の
子
・
山
背
大
兄
王
を
支
持
す
る
同
族
の
境
重
臣
摩
無
勢
を
殺
害
す
る
。
蝦
夷
が
五
明
の
即
位
を
推
進
し
た
の
は
、
野
明
と
蘇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

我
氏
腹
の
法
言
郎
媛
の
所
生
皇
子
・
古
人
大
兄
の
存
在
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
加
え
て
、
蘇
我
氏
と
甜
明
と
の
協
調
関
係
も
配
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
督
明
朝
の
修
史
事
業
に
は
蘇
我
氏
関
連
の
系
譜
等
が
摂
取
さ
れ
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
協
調
関
係
よ
り
む
し
ろ
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

対
関
係
を
推
測
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
勿
論
、
『
記
晦
の
編
纂
者
・
平
安
万
侶
に
よ
る
削
除
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
『
記
』
編
纂
を
安
万
侶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
命
じ
た
元
明
の
母
は
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
女
・
歯
髄
で
あ
り
、
蘇
我
氏
関
連
の
伝
承
等
を
排
除
す
る
状
況
は
窺
え
ず
、
そ
れ
に
拘
束

さ
れ
る
必
要
性
は
な
い
と
思
え
る
。

　
そ
こ
で
、
先
の
推
測
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
以
下
の
史
料
を
検
討
し
た
い
。

　
喝
日
本
書
紀
撫
皇
極
元
年
是
歳
条

　
　
是
歳
、
蘇
我
大
臣
蝦
夷
、
立
二
鼻
祖
繭
於
葛
城
高
宮
↓
而
為
二
八
倫
之
憐
幻
遂
作
レ
歌
日
、
（
略
）
。
又
盤
発
一
拳
レ
國
之
民
拝
百
八
十
部
曲
↓
預
造
二
讐
墓
於
今

31 （373）



　
　
来
↓
一
種
一
大
陵
幻
為
＝
大
臣
墓
↓
一
日
二
上
陵
㊥
為
一
入
逆
臣
墓
↓
望
死
之
後
、
勿
レ
使
レ
労
レ
入
。
更
悉
聚
二
上
宮
二
部
蕃
民
納
㍊
凝
血
役
二
使
螢
三
所
弔
於

　
　
是
、
上
宮
大
娘
姫
王
、
発
憤
垂
井
日
、
蘇
我
臣
、
専
檀
二
國
政
弔
多
行
無
禮
。
天
無
一
二
一
旦
國
無
一
一
二
短
評
何
由
任
レ
意
悉
役
二
重
民
↓
自
レ
塁
上
レ
恨
、
遂

　
　
取
倶
亡
司

　
右
掲
の
史
料
は
、
蘇
我
氏
の
専
権
記
事
の
一
つ
で
あ
り
、
蘇
我
氏
が
、
中
国
で
は
皇
帝
の
み
の
特
権
で
あ
る
八
倫
の
僻
を
実
施
し
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

墓
を
大
陵
・
小
母
と
称
し
た
こ
と
、
上
宮
王
家
の
下
部
を
私
役
し
た
こ
と
を
指
弾
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
視
し
た
い

の
は
そ
れ
ら
で
は
な
く
、
「
望
死
安
善
、
勿
レ
使
レ
労
レ
人
」
と
い
う
記
載
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
野
墓
を
造
営
し
た
理
由
を
蝦
夷
あ
る
い

は
入
鹿
が
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
看
過
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
皇
極
元
年
に
釘
明
陵
が
造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
野
明

は
、
野
明
十
三
年
ナ
月
丁
酉
に
百
済
宮
で
崩
じ
、
同
月
丙
午
か
ら
一
年
二
ヶ
月
の
あ
い
だ
百
済
宮
の
北
で
残
が
継
続
、
葬
儀
を
経
た
後
、
皇
極

元
年
十
二
月
壬
寅
に
は
滑
谷
岡
に
埋
葬
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
翌
旦
極
二
年
九
月
に
は
押
坂
陵
に
改
葬
さ
れ
る
の
だ
が
、
皇
極
元
年
に
週
明
陵
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

造
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
難
民
が
徴
収
さ
れ
造
陵
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
が
、
そ
れ
を

前
提
と
す
れ
ば
、
蘇
我
氏
の
寿
墓
の
造
営
は
面
明
陵
築
造
に
対
す
る
反
抗
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
狂
死
之
後
、
勿
レ
使
レ
労

レ
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
箭
明
陵
の
造
営
に
対
す
る
批
判
、
ひ
い
て
は
箭
明
自
身
に
対
す
る
反
発
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
鎌
明
朝
に
お
け
る
野
明
と
蘇
我
氏
と
の
関
係
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
後
半
段
階
に
は
破
綻
を
来
し
て
い
た
と
把
握
す
る
必
要
性

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
如
上
の
解
釈
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
『
記
』
に
蘇
我
氏
関
連
の
系
譜
お
よ
び
伝
承
が
希
薄
な
の
は
、
故
意
に
排
除
さ
れ
た
結
果
と
主
張
し
得
る
。

さ
ら
に
、
野
明
朝
の
修
史
事
業
に
参
画
し
た
の
は
息
長
氏
を
は
じ
め
と
す
る
継
体
擁
立
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
⑫

喜
田
貞
吉
説
を
発
展
的
に
継
承
し
た
林
屋
辰
三
郎
は
、
欽
明
と
安
閑
・
宣
化
の
対
立
、
そ
の
支
持
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
蘇
我
氏
と
大
伴
氏
で
あ
っ

た
こ
と
を
抽
出
し
た
が
、
息
長
氏
・
三
尾
氏
を
は
じ
め
と
す
る
継
体
擁
立
氏
族
は
、
尾
張
氏
腹
の
安
閑
・
宣
化
を
支
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
し
か
し
、
欽
明
朝
に
統
一
さ
れ
て
以
降
、
そ
れ
ら
勢
力
は
蘇
我
氏
の
権
力
に
圧
迫
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
欽
明
と
王
化
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皇
女
・
石
姫
の
所
生
子
・
敏
達
と
息
長
・
ワ
ニ
氏
腹
の
女
性
と
の
婚
姻
関
係
の
形
成
に
よ
り
、
三
蓋
－
押
坂
彦
人
爵
兄
一
孟
母
と
い
う
敏
達
王

系
の
も
と
に
結
集
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
箭
明
と
蘇
我
氏
と
の
対
立
関
係
が
惹
起
す
る
。
つ
ま
り
、
息
長
氏
等
が
鋳
明

朝
の
修
史
事
業
に
参
画
し
得
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
蘇
我
系
王
族
と
対
立
す
る
立
場
に
あ
っ
た
非
蘇
我

系
王
族
を
支
え
る
勢
力
の
　
翼
を
担
っ
て
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
斜
明
が
修
史
事
業
を
命
じ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
蘇
我
氏
あ
る
い
は
蘇
我
系
王
族
と
の
対
立
を
想
定
し
た
い
。

従
来
、
「
大
化
改
新
」
の
国
外
的
お
よ
び
国
内
的
要
因
と
し
て
、
皇
極
期
に
お
け
る
諸
事
象
が
重
視
さ
れ
、
箭
明
朝
は
政
局
の
波
瀾
の
な
か
っ

た
比
較
的
平
穏
な
時
代
と
評
さ
れ
る
場
合
が
多
臆
・
そ
れ
は
・
箭
明
紀
か
ら
は
政
治
的
紛
争
な
ど
を
全
く
見
出
し
得
な
い
か
ら
だ
が
・
私
見
が

成
立
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
通
説
を
覆
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
も
と
よ
り
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
出
ず
、
後
日
の
詳
細
な
検
討
に
期
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

「帝紀」・「旧辞」成立論序説（笹川）

①
岡
記
㎞
敏
達
段
、
朔
紀
』
嵩
置
四
年
正
月
甲
子
条
に
、
息
長
真
手
王
を
父
と
す

　
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
若
干
付
言
し
て
お
く
。
従
来
、
息
長
某
王
・
息

　
長
某
比
売
と
い
っ
た
「
息
長
」
と
い
う
氏
族
名
を
冠
す
る
皇
族
の
存
在
か
ら
、
息

　
長
氏
と
天
皇
家
と
の
密
接
な
繋
が
り
を
想
定
す
る
見
解
が
多
数
み
ら
れ
る
。
そ
の

　
代
表
例
と
し
て
は
岡
田
精
司
に
よ
る
継
体
息
長
氏
出
自
説
（
「
継
体
天
皇
の
出
自

　
と
そ
の
背
景
」
『
日
本
史
研
究
㎞
　
一
一
一
八
、
一
九
七
二
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
き
よ
う
。
私
見
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
に
従
え
な
い
の
だ
が
、
息
長
某
王
・

　
息
長
某
比
売
と
い
う
名
称
を
重
視
し
過
ぎ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
息
長
氏
は
、
応
神
孫
の
意
図
富
柱
王
を
氏
祖
と
し
て
仰
い
で
お
り
、
少
な
く
と
も

　
丁
霊
朝
以
前
に
は
息
長
氏
と
い
う
氏
族
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
継
体
と
密
接
な
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
三
雲
を
意
窟
富
粁
王
に
求
め

　
た
故
に
、
「
息
長
君
某
の
女
」
と
す
る
后
妃
を
四
・
五
世
紀
代
の
王
統
腰
上
に
創

　
作
し
得
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
息
長
某
比
売
と
い
っ
た
人
名
を
造
作
し
た
の
だ
と
考

　
え
る
。
息
長
真
手
王
に
つ
い
て
は
、
継
体
妃
の
父
に
同
名
の
人
物
が
確
認
さ
れ

　
（
糊
記
』
継
体
段
、
『
紀
㎞
継
体
元
年
三
月
二
酉
条
）
、
同
　
入
物
か
否
か
が
問
わ
れ

　
て
い
る
が
、
両
者
共
に
息
長
氏
の
人
名
造
作
の
基
本
線
に
沿
っ
て
案
出
さ
れ
た
と

　
把
握
す
べ
き
で
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
思
う
。

②
薗
田
香
融
は
、
目
明
の
和
風
識
号
「
息
長
足
日
前
額
天
皇
」
を
、
「
息
長
氏
が

　
養
育
し
た
て
ま
つ
っ
た
額
の
広
い
（
聡
明
な
）
天
皇
」
の
意
と
解
釈
し
、
息
長
氏

　
を
幕
明
の
湯
人
と
想
定
し
て
い
る
（
ω
前
掲
論
文
）
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

③
『
記
』
敏
達
段
。
糊
紀
隔
敏
達
圏
年
正
月
是
月
録
。

④
な
お
、
『
帝
王
編
年
記
隔
に
は
、
藩
士
の
夫
人
と
し
て
粟
田
臣
鈴
子
の
女
・
香

　
雪
娘
が
み
え
、
江
坂
皇
女
を
儲
け
た
と
す
る
。
粟
田
氏
は
ワ
ニ
氏
同
族
で
あ
り
、

　
押
書
陵
に
埋
葬
さ
れ
る
な
ど
詩
明
と
押
坂
（
城
上
郡
忍
男
郷
）
と
の
関
連
が
認
め

　
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に
興
味
深
い
史
料
と
い
え
る
の
だ
が
、
『
紀
』
に
は
確

　
認
さ
れ
ず
信
懸
性
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
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⑤
『
記
㎞
継
体
段
。
『
紀
』
継
体
元
年
三
月
癸
酉
条
。

⑥
『
記
輪
孝
昭
段
。
『
紀
匝
孝
昭
二
十
九
年
正
月
丙
午
条
お
よ
び
孝
安
即
位
前
紀
。

⑦
『
紀
㎞
に
依
れ
ば
、
最
初
の
后
で
あ
る
播
磨
稲
藁
大
郎
姫
の
麗
後
（
『
紀
臨
景

　
行
五
十
二
年
五
月
丁
話
芸
）
、
八
坂
入
事
命
が
立
后
さ
れ
て
い
る
（
『
紀
』
景
行
五

　
十
二
年
七
月
己
酉
条
）
。

⑧
な
お
、
若
野
毛
二
俣
王
と
百
師
木
伊
呂
弁
の
子
・
忍
坂
之
大
中
津
比
売
子
は
允

　
恭
盾
と
な
り
、
安
康
・
雄
略
を
儲
け
て
い
る
。

⑨
若
建
吉
備
津
日
子
は
、
軍
記
』
衆
行
段
に
は
告
忠
臣
等
の
祖
と
さ
れ
る
が
、
孝

　
霊
段
で
は
吉
備
下
道
臣
・
群
臣
の
祖
と
さ
れ
る
。
下
道
臣
等
へ
の
高
鷲
以
前
に
は

　
吉
備
臣
と
い
う
氏
姓
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
（
吉
田
晶
「
吉
傭
氏
伝
承
に

　
関
す
る
蕃
礎
的
考
察
－
雄
略
紀
七
年
店
舗
条
を
中
心
と
し
て
一
」
糊
吉
備
古

　
代
史
の
展
開
輪
、
塙
書
房
、
　
九
九
五
年
、
初
出
～
九
八
三
年
）
、
論
述
の
便
宜
上
、

　
以
下
、
吉
備
氏
に
統
一
す
る
。

⑩
『
播
磨
国
風
土
記
輪
は
、
植
垣
節
也
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
5

　
隅
風
土
記
駄
（
小
学
館
、
～
九
九
七
年
）
に
依
る
。

⑪
長
山
泰
孝
「
播
磨
国
風
土
記
と
天
皇
系
譜
漏
『
古
代
国
家
と
王
権
㎞
、
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
｝
九
八
九
年
。

⑫
第
二
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
続
日
本
酷
烈
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
朔
条

　
の
宣
命
に
、
聖
武
か
ら
世
代
的
に
か
け
離
れ
た
継
体
の
母
の
出
自
氏
族
が
取
り
上

　
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
八
世
紀
の
王
族
・
貴
族
が
、
継
体
を
現
王
統
の
直
接
的
な

　
祖
先
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
識

　
は
六
・
七
世
紀
に
遡
及
す
る
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

⑬
難
行
后
が
ワ
ニ
氏
同
族
の
出
自
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
備
氏
の
系
譜

　
に
改
変
さ
れ
た
理
宙
に
つ
い
て
は
、
吉
備
比
売
と
い
う
名
お
よ
び
印
南
野
に
吉
穂

　
氏
の
後
議
が
居
冠
し
て
い
た
事
実
（
『
続
日
本
二
一
天
平
神
護
元
年
五
月
庚
戌
条
、

　
　
噸
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
十
月
甘
二
日
条
）
は
見
逃
せ
な
い
が
、
そ
れ
ら
よ

　
り
も
劔
明
と
吉
備
氏
と
の
関
係
に
留
意
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
う
。
説
明
后
・

　
皇
極
の
母
は
吉
備
彰
彰
で
あ
り
、
そ
の
名
か
ら
吉
備
氏
が
資
養
に
あ
た
っ
た
可
能

　
性
が
高
く
、
ま
た
、
野
明
は
吉
備
国
蚊
屋
采
女
と
の
あ
い
だ
に
蚊
屋
皇
子
を
儲
け

　
て
い
る
。
そ
し
て
、
鋳
明
が
建
立
し
た
百
済
大
寺
で
あ
る
蓋
然
性
の
高
い
吉
備
池

　
廃
寺
（
詳
細
は
、
小
澤
毅
「
吉
備
池
廃
寺
の
発
掘
調
査
」
『
佛
教
藝
術
』
二
～
二
五
、

　
一
九
九
七
年
、
を
参
照
）
は
、
桜
井
市
吉
備
に
所
在
し
て
お
り
、
吉
備
真
備
の
別

　
業
が
存
在
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
そ
こ
は
吉
備
氏
の
畿
内
に
お
け
る
拠
点
で

　
あ
っ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
野
明
と
吉
備
氏
と
の

　
密
接
な
関
係
を
媒
介
と
し
て
先
の
改
変
が
行
わ
れ
た
と
想
定
す
る
が
、
こ
れ
に
関

　
し
て
は
よ
り
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
り
、
後
考
に
期
し
た
い
。

⑭
岸
俊
男
「
た
ま
き
は
る
内
の
朝
臣
一
建
内
宿
禰
伝
承
成
立
試
論
1
」
前
掲

　
書
、
初
山
国
一
九
山
ハ
㎜
同
年
Q

⑮
直
木
孝
次
郎
「
巨
勢
氏
祖
先
伝
承
の
成
立
過
程
」
糊
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
輪
、

　
選
書
厨
、
一
九
六
四
年
、
初
出
～
九
六
三
年
。

⑯
蘇
我
満
智
宿
禰
1
『
紀
』
簾
中
二
年
十
月
条
。
な
お
、
『
古
語
拾
遣
隔
（
安
田

　
尚
道
・
秋
本
吉
徳
校
注
、
新
撰
日
本
古
典
文
庫
四
隅
古
語
拾
遺
・
高
橋
氏
文
』
、

　
現
代
思
想
社
、
一
九
七
六
年
、
に
依
る
）
に
は
、
雄
略
朝
に
お
け
る
三
蔵
検
校
と

　
い
う
古
伝
の
可
能
性
の
高
い
記
事
が
み
え
る
。
蘇
我
愚
子
宿
世
1
『
紀
撫
雄
略

　
九
年
…
二
月
お
よ
び
五
月
条
。

⑰
坂
本
太
郎
著
作
集
第
一
巻
噸
古
代
の
日
本
野
盗
一
編
・
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
〇
か
牛
。

⑱
好
明
紀
に
政
治
的
諸
関
係
を
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
史
料
は
皆
無
で

　
あ
る
。
た
だ
し
、
室
町
時
代
中
期
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
多
罫
書
縁
起
』

　
（
一
新
校
群
書
類
従
臨
第
一
九
巻
）
に
「
岡
本
天
皇
囎
御
宇
九
年
酊
之
比
、
大
臣

　
蘇
我
蝦
夷
、
號
一
”
豊
浦
大
臣
幻
企
レ
叛
。
」
と
み
え
る
の
だ
が
、
か
な
り
時
代
の
降

　
つ
た
史
料
で
あ
り
容
易
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
紀
』
好
明
九
年
是
歳
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条
に
は
蝦
夷
の
叛
乱
が
記
さ
れ
、
ま
た
、
噌
紀
臨
皇
極
元
年
十
月
丁
酉
条
に
蘇
我

　
蝦
夷
が
自
宅
に
蝦
夷
を
招
い
た
こ
と
が
み
え
る
の
を
踏
ま
え
れ
ば
、
蝦
夷
と
い
う

　
称
の
共
通
性
か
ら
、
好
明
九
年
に
係
け
て
蘇
我
蝦
夷
の
叛
乱
計
画
と
い
う
事
象
が

　
案
出
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。

⑲
隅
紀
輪
天
智
七
年
二
月
戊
寅
条
。
な
お
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か

　
け
て
蘇
我
（
石
川
）
氏
は
后
妃
だ
け
で
な
く
、
長
屋
王
や
藤
原
氏
と
い
っ
た
有
力

　
王
族
・
氏
族
の
も
と
に
も
女
を
嫁
が
せ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
お
よ
び
意
義
に
関
し

　
て
は
、
倉
本
一
宏
「
古
代
氏
族
ソ
が
氏
の
終
焉
」
（
『
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政

　
権
構
造
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
㎝
九
九
一
年
）
を
参
照
。

⑳
蘇
我
氏
の
専
権
記
事
に
つ
い
て
は
、
皇
極
紀
に
他
に
も
み
え
る
が
（
『
紀
転
皇

　
極
二
年
十
月
壬
子
条
、
皇
極
三
年
十
一
月
条
な
ど
）
、
乙
巳
の
変
に
正
当
性
を
付

　
す
た
め
の
㎎
紀
輪
編
者
の
造
作
と
い
う
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
し
か

　
し
、
私
は
史
実
と
し
て
あ
る
程
度
信
用
し
て
も
良
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
皇

　
極
は
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
㎞
で
は
欽
明
と
堅
塩
媛
の
所
生
皇
子
・
桜
井
の
孫
と

　
な
っ
て
い
る
こ
と
、
『
藤
氏
家
伝
睡
上
に
、
蘇
我
入
鹿
が
皇
極
の
「
寵
幸
近
臣
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
『
藤
氏
家
伝
心
上
は
、
沖
森
卓
也
他
編
噌
藤
氏
家
伝

　
鎌
足
・
貞
慧
。
武
智
麻
呂
伝
　
注
釈
と
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
に

　
依
る
）
、
皇
極
の
前
夫
・
高
遠
王
は
、
蘇
我
系
の
天
皇
で
あ
る
窓
明
の
孫
で
、
そ

　
の
子
・
漢
皇
子
と
共
に
資
養
氏
族
を
蘇
我
氏
と
関
係
の
深
い
高
陶
臣
氏
・
倭
漢
氏

　
に
求
め
得
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
（
斉
明
即
位
前
野
参
照
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
皇

　
極
と
蘇
我
氏
と
の
結
び
付
き
ば
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と

　
で
、
中
大
兄
皇
子
・
中
臣
鎌
足
が
、
入
鹿
暗
殺
を
皇
極
に
事
前
に
通
知
し
な
か
っ

　
た
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
し
得
る
と
思
う
。

　
　
詳
明
崩
後
、
蘇
我
氏
は
古
人
大
兄
皇
子
の
皇
位
継
承
を
所
望
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

　
山
背
大
兄
王
も
お
り
、
抗
争
を
回
避
す
る
た
め
好
明
后
で
あ
る
皇
極
が
即
位
す
る
。

　
皇
極
は
蘇
我
氏
と
血
縁
関
係
が
あ
り
、
蘇
我
氏
も
納
得
の
上
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
皇
極
の
庇
護
の
も
と
で
、
蘇
我
氏
の
専
横
な
言
動
が
少
な
か
ら
ず
展
開
さ
れ

　
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

⑳
天
武
は
朱
鳥
元
年
九
月
丙
午
に
崩
御
、
持
統
二
年
十
｝
月
乙
丑
に
大
内
陵
に
埋

　
葬
さ
れ
る
が
、
殖
期
間
中
の
『
富
士
持
統
元
年
十
月
壬
子
条
に
「
皇
太
子
率
二
公

　
卿
百
寮
人
等
愚
札
国
司
国
造
及
百
姓
男
女
↓
轟
轟
工
大
内
陵
ご
と
み
え
る
。
こ
の

　
よ
う
な
こ
と
が
参
考
と
な
ろ
う
。

⑫
　
輪
番
貞
吉
「
継
体
天
皇
以
下
三
天
皇
皇
位
継
承
に
闘
す
る
疑
問
扁
鯛
喜
田
貞
吉

　
著
作
集
　
3
国
史
と
仏
教
史
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
二
八
年
。

⑳
　
林
屋
辰
三
郎
「
継
体
・
欽
明
朝
内
乱
の
史
的
分
析
」
日
本
史
論
聚
二
『
古
代
の

　
環
境
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
置
初
出
一
九
五
一
　
年
。
な
お
、
継
体
・
欽
明

　
朝
の
問
題
の
根
幹
を
な
す
の
は
紀
年
の
錯
綜
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
川
口

　
勝
康
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
〔
紀
年
論
と
「
辛
亥
の
変
」
に
つ
い
て
」
㎎
日
本
古
代

　
の
社
会
と
経
済
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
～
九
七
八
年
）
、
『
紀
隔
編
者
が
王
権
の
分

　
裂
を
糊
塗
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
二
種
類
の
百
済
暦
を
用
い
た
結
果
と
す
る
の

　
が
妥
当
と
考
え
る
。

⑳
　
最
初
に
、
尾
張
氏
と
蘇
我
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
『
紀
』
宣
化
元
年

　
五
月
辛
丑
二
条
は
、
筑
紫
堂
下
の
設
置
に
伴
い
、
各
屯
倉
か
ら
穀
を
運
搬
さ
せ
た

　
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
蘇
我
稲
目
は
尾
張
連
を
派
遣
し
尾
張
国
の
穀
を
、
物
部

　
麗
野
火
は
薪
家
連
を
派
選
し
薪
家
屯
倉
の
穀
を
、
阿
倍
臣
は
伊
賀
臣
を
派
遣
し
伊

　
任
国
の
屯
倉
の
穀
を
そ
れ
ぞ
れ
筑
紫
に
運
ば
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

　
物
部
氏
と
新
家
氏
、
阿
倍
氏
と
伊
賀
氏
と
の
関
係
で
、
「
天
孫
本
紀
扁
お
よ
び

　
『
紀
』
孝
元
七
年
二
月
丁
卯
条
な
ど
か
ら
、
同
族
関
係
に
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ

　
る
。
一
方
、
蘇
我
氏
と
尾
張
氏
と
は
同
祖
関
係
に
な
い
が
、
上
記
の
事
例
を
踏
ま

　
え
て
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
新
井
喜
久
夫
「
古
代
の
尾
張
氏
に
つ
い
て

　
（
上
）
」
『
信
濃
㎞
二
一
1
一
、
一
九
六
九
年
。
加
藤
謙
吉
隅
蘇
我
氏
と
大
和
王

　
権
』
第
　
二
、
吉
川
弘
文
館
、
　
九
八
三
年
）
、
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
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た
故
に
穀
の
運
搬
が
命
じ
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
ワ
ニ
氏
に
関
し
て
は
、
崇
酸
即
位
前
壷
七
月
条
に
み
え
る
蘇
我
馬
子
主
導
の
物

部
守
屋
討
伐
軍
の
な
か
に
、
春
日
臣
お
よ
び
敏
達
と
春
日
食
盛
の
妃
と
の
所
生
皇

子
で
あ
る
難
波
・
春
日
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
息
長
氏
に
関
し
て
は
、
蘇
我
氏

と
対
抗
す
る
だ
け
の
政
治
力
を
有
し
て
い
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
村
山
光
　

「
大
化
改
新
前
夜
に
お
け
る
息
長
氏
の
政
治
的
魚
肥
」
糊
史
学
』
四
四
－
三
、
一

九
七
二
年
）
、
息
長
氏
と
強
い
繋
が
り
の
あ
る
静
明
の
妃
と
し
て
蘇
我
氏
出
自
の

法
提
無
言
が
み
え
無
人
大
兄
を
儲
け
て
い
る
事
実
は
、
蘇
我
氏
の
権
力
に
圧
迫
さ

れ
て
い
た
と
推
測
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
三
尾
氏
と
蘇
我
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
が
、
三
尾
氏
の

本
撫
と
想
定
さ
れ
る
越
前
三
圏
地
方
に
設
置
さ
れ
た
国
造
・
三
国
国
造
は
、
「
国

　
造
本
紀
」
で
は
蘇
我
氏
と
同
祖
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
継
体
母
・
振
媛
の
母

　
は
余
薫
臣
（
江
沼
臣
）
の
出
身
で
あ
る
が
（
「
上
宮
記
」
逸
文
系
譜
参
照
）
、
江
沼

　
匿
も
蘇
我
氏
同
族
と
あ
る
（
『
新
撰
姓
氏
録
』
大
和
国
皇
別
・
江
沼
臣
条
）
。
加
え

　
て
、
信
愚
性
の
問
題
が
あ
る
が
、
「
越
中
石
黒
系
図
」
（
『
加
能
史
料
㎞
奈
良
・
平

　
安
工
、
石
川
史
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
置
に
、
振
媛
の
故
郷
・
三
国
坂
中
井

　
（
継
体
即
位
前
妻
）
を
本
拠
と
す
る
と
目
さ
れ
る
坂
名
井
臣
が
、
武
内
立
山
の

　
孫
・
真
猪
宿
下
を
氏
祖
と
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
類

　
推
し
て
、
三
尾
氏
も
ま
た
蘇
我
氏
に
追
従
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
お

　
き
た
い
。

⑮
　
関
晃
『
大
化
改
新
の
研
究
㎞
上
、
第
一
部
・
第
二
章
（
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
九

　
六
年
）
な
ど
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
本
論
に
お
い
て
、
『
記
』
へ
と
繋
が
る
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
完
成
時
期
は
箭
明
朝
で
あ
る
こ
と
、
息
長
氏
を
は
じ
め
と
す
る
継
体

擁
立
氏
族
が
両
書
の
改
作
事
業
に
参
画
し
継
体
と
の
関
連
性
を
よ
り
強
化
さ
せ
た
こ
と
、
息
長
・
ワ
ニ
・
尾
張
氏
出
自
后
妃
が
王
統
譜
に
重
層

的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
箭
明
即
位
の
正
統
性
が
具
現
化
し
得
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
な
お
、
『
記
』
の
王
統
譜
に
お
い
て
、
ワ

ニ
・
尾
張
二
等
に
比
し
息
長
氏
の
系
譜
が
明
瞭
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
紆
明
と
の
血
縁
関
係
が
最
も
濃
密
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
方
、
息

長
氏
な
ど
と
は
異
な
り
伊
勢
大
鹿
首
位
の
出
自
后
妃
が
四
・
五
世
紀
代
の
王
統
譜
上
に
看
取
さ
れ
な
い
の
は
、
箭
明
の
祖
母
で
あ
る
伊
勢
大
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

首
小
熊
の
女
・
菟
名
子
夫
人
が
采
女
で
あ
り
、
敏
達
と
の
婚
姻
が
偶
発
的
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
。

　
加
え
て
、
豊
明
期
の
修
史
事
業
実
施
の
要
因
の
一
つ
を
、
督
明
と
蘇
我
氏
あ
る
い
は
蘇
我
系
王
族
と
の
政
治
的
対
立
に
求
め
得
る
可
能
性
を

示
唆
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
推
古
朝
の
修
史
事
業
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
最
終
的
な
判
断
を
下
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
縷
述



し
た
よ
う
に
、
『
老
冠
推
古
二
十
八
年
是
同
条
で
は
、
厩
戸
皇
子
・
蘇
我
馬
子
に
よ
り
「
天
皇
記
」
・
「
国
記
」
等
が
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

天
皇
号
の
成
立
は
天
武
豊
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
よ
う
な
名
の
書
物
が
実
際
に
作
成
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
津
田
左
右
吉
は
、
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

定
は
し
な
い
も
の
の
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
改
作
が
そ
の
実
態
で
は
な
か
っ
た
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
是
認
さ
れ
る
な
ら
、
『
記
』

に
蘇
我
氏
の
系
譜
・
伝
承
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
こ
と
よ
り
、
餅
明
朝
の
修
史
事
業
に
お
い
て
、
推
古
朝
に
蘇
我
氏
が
定
立
し
た
系
譜
・
伝
承

を
払
拭
し
た
蓋
然
性
が
非
常
に
高
い
と
い
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
以
上
、
少
な
い
史
料
、
お
よ
び
膨
大
な
先
行
研
究
に
基
づ
き
推
測
に
推
測
を
重
ね
て
き
た
故
、
思
わ
ぬ
過
誤
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

諸
賢
の
御
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
①
　
　
咽
紀
隔
敏
達
四
年
正
月
是
月
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
い
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
。

　
②
鎌
田
元
一
「
大
王
に
よ
る
国
土
の
統
こ
門
日
本
の
古
代
⑥
王
権
を
め
ぐ
る
　

③
津
田
左
右
吉
前
掲
書
、
下
巻
、
第
四
篇
・
第
四
章
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
過
程
　
左
京
区
浄
土
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Introduction　to　the　Theory　of　the　Compilation　of　the　Teilei　and　Kydy’i

by

SASAKAWA　Naold

　　It　has　been　generally　accepted　that　the　Teilei　（“lmperial　Chronicles”）　and　Kydy’i

（“Ancient　Dicta”），　the　source　materials　for　the　Kojilei，　were　compiled　during　and

after　the　reign　of　Emperor　Tenmu　（rejgned　673－86）．　From　the　preface　to　the

Kojilei，　however，　it　cannot　be　ascertained　that　the　research　and　compilatioB　of　the

Teilei　and　Kyipi　were　done　by　Tenmu．　Furthermore，　the　process　was　fiawed　by

which　it　was　determed　that　after　Tenmu’s　reign　the　irnperial　lineages　were

recast　in　the　Kojiki．　ln　fact，　it　was　before　the　reign　of　Emperor　Tenji　（reigned

661－72）　that　the　two　works　were　compiled　in　a　form　that　Cijrectly　links　them　on

the砺謝．
　　On　this　premise，　rna血ly　by　analyz加g　the　imperial　lineages　血the　1（bゴ魏∫，　the

existence　of　a　historical　compilation　project　in　the　court　of　Emperor　Jomei　（reigned

629－641）can　be　dlscemed，　though　it　cannot　be　co曲med　kl　extant　sources．

Central　to　the　project　were　familial　groups　supporting　Emperor　Kitai　（reigned

early　sixth　century），　nai　nely　the　Olrinaga，　the　Wani，　and　the　Owari　families．　ln　this

historical　compgation　project，　these　farnilies　created　various　imperial　1ineages

which　asserted　their　nobMty　and　their　direct　connection　to　Emperor　Keitai．　This　is

not　to　say，　however，　that　these　were　the　only　famihes　with血fluence．　The｛am盗es

participating　in　the　historical　compilation　project　were　related　by　blood　to　the

Bidatsu　imperial　tir｝e，　consisting　of　Emperor　Jomei．　As　such，　they　sought　to

actuahae　the　legitimacy　of　the　Jomei　succession．　To　this　end，　they　also　fabricated

multiple　examples　of　imperial　pimces，　sons　of　these　empresses，　succeeding　to　the

throne．　On　this　basis，　then，　it　becomes　clear　that　the　historical　compllation　preject

of　the　Jomei　court　took　place　under　imperial　leadership，　based　on　and　driven　by

the　inclmations　of　Ernperor　Jomei．
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